
 議案第１号 

 

  令和２年度相模原市一般会計予算 

令和２年度相模原市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

(歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３０７，２００，０００千円と

定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

による。 

(債務負担行為) 

第２条 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２１４条の規定により債務を負担

する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」

による。 

(地方債) 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」によ

る。 

(一時借入金) 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、２５，０００，０００千円と定める。 

(歳出予算の流用) 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共

済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各

項の間の流用と定める。 

 

 令和２年２月１３日提出 

 

                     相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

－ 3－



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

5 市税 　 129,700,000

5 市民税 　  66,334,504

10 固定資産税 　  45,837,303

15 軽自動車税 　   1,070,098

20 市たばこ税 　   3,996,383

30 事業所税 　   3,169,929

35 都市計画税 　   9,291,783

10 地方譲与税 　   1,780,000

7 地方揮発油譲与税 　     760,000

10 自動車重量譲与税 　     920,000

17 森林環境譲与税 　      75,000

20 石油ガス譲与税 　      25,000

13 利子割交付金 　     100,000

5 利子割交付金 　     100,000

16 配当割交付金 　     600,000

5 配当割交付金 　     600,000

19 株式等譲渡所得割交付金 　     600,000

5 株式等譲渡所得割交付金 　     600,000

20 分離課税所得割交付金 　     130,000

5 分離課税所得割交付金 　     130,000

21 法人事業税交付金 　     700,000

5 法人事業税交付金 　     700,000

22 地方消費税交付金 　  14,700,000

5 地方消費税交付金 　  14,700,000

－ 4－



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

5 市税 　 129,700,000

5 市民税 　  66,334,504

10 固定資産税 　  45,837,303

15 軽自動車税 　   1,070,098

20 市たばこ税 　   3,996,383

30 事業所税 　   3,169,929

35 都市計画税 　   9,291,783

10 地方譲与税 　   1,780,000

7 地方揮発油譲与税 　     760,000

10 自動車重量譲与税 　     920,000

17 森林環境譲与税 　      75,000

20 石油ガス譲与税 　      25,000

13 利子割交付金 　     100,000

5 利子割交付金 　     100,000

16 配当割交付金 　     600,000

5 配当割交付金 　     600,000

19 株式等譲渡所得割交付金 　     600,000

5 株式等譲渡所得割交付金 　     600,000

20 分離課税所得割交付金 　     130,000

5 分離課税所得割交付金 　     130,000

21 法人事業税交付金 　     700,000

5 法人事業税交付金 　     700,000

22 地方消費税交付金 　  14,700,000

5 地方消費税交付金 　  14,700,000

一般会計
－ 5－



－ 6－



歳　出

款 項 金        額

5 議会費 　     997,113

5 議会費 　     997,113

10 総務費 　  23,965,426

5 総務管理費 　  13,534,077

10 徴税費 　   2,383,549

13 市民生活費 　   7,125,976

15 選挙費 　     115,227

20 統計調査費 　     485,808

25 人事委員会費 　     130,949

30 監査費 　     189,840

15 民生費 　 130,635,583

5 社会福祉費 　  50,136,719

10 児童福祉費 　  55,398,646

15 生活保護費 　  24,082,580

30 災害救助費 　   1,017,638

20 衛生費 　  26,833,441

5 保健衛生費 　  13,426,779

10 清掃費 　  12,805,593

15 環境保全費 　     601,069

25 労働費 　     627,528

5 労働諸費 　     627,528

30 農林水産業費 　     793,641

5 農業費 　     660,286

10 林業費 　     133,355

千円

一般会計
－ 7－



－ 8－



 議案第２号 

 

  令和２年度相模原市国民健康保険事業特別会計予算 

令和２年度相模原市国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

(歳入歳出予算) 

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７０，５７９，０００千円、  

直営診療勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２３６，０００千円と

定める。 

２ 事業勘定及び直営診療勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金

額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

(歳出予算の流用) 

第２条 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２２０条第２項ただし書の規定に

より歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

 (１) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 (２) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 令和２年２月１３日提出 

 

                     相模原市長 本 村 賢 太 郎  

  

－ 5－



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

5 国民健康保険税 　  14,295,000

5 国民健康保険税 　  14,295,000

10 使用料及び手数料 　         100

5 手数料 　         100

25 県支出金 　  49,359,000

10 県補助金 　  49,359,000

35 繰入金 　   5,923,000

5 一般会計繰入金 　   5,923,000

40 繰越金 　     610,000

5 繰越金 　     610,000

45 諸収入 　     391,900

5 延滞金及び過料 　     252,000

15 雑入 　     139,900

歳              入              合              計 　  70,579,000

－ 6－

（事業勘定）



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

5 国民健康保険税 　  14,295,000

5 国民健康保険税 　  14,295,000

10 使用料及び手数料 　         100

5 手数料 　         100

25 県支出金 　  49,359,000

10 県補助金 　  49,359,000

35 繰入金 　   5,923,000

5 一般会計繰入金 　   5,923,000

40 繰越金 　     610,000

5 繰越金 　     610,000

45 諸収入 　     391,900

5 延滞金及び過料 　     252,000

15 雑入 　     139,900

歳              入              合              計 　  70,579,000

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
－ 7－



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

5 診療収入 　     154,000

5 外来収入 　     130,150

10 その他の診療収入 　      23,850

10 使用料及び手数料 　         809

3 使用料 　         121

5 手数料 　         688

20 繰入金 　      72,000

5 他会計繰入金 　      62,000

10 事業勘定繰入金 　      10,000

25 繰越金 　       3,000

5 繰越金 　       3,000

30 諸収入 　       6,191

7 受託事業収入 　       5,393

10 雑入 　         798

歳              入              合              計 　     236,000

－ 8－

（直営診療勘定）



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

5 診療収入 　     154,000

5 外来収入 　     130,150

10 その他の診療収入 　      23,850

10 使用料及び手数料 　         809

3 使用料 　         121

5 手数料 　         688

20 繰入金 　      72,000

5 他会計繰入金 　      62,000

10 事業勘定繰入金 　      10,000

25 繰越金 　       3,000

5 繰越金 　       3,000

30 諸収入 　       6,191

7 受託事業収入 　       5,393

10 雑入 　         798

歳              入              合              計 　     236,000

歳　出

款 項 金        額

5 総務費 　     148,217

5 施設管理費 　     148,217

10 医業費 　      62,303

5 医業費 　      62,303

20 公債費 　      23,880

5 公債費 　      23,880

28 諸支出金 　         100

5 償還金及び還付加算金 　         100

30 予備費 　       1,500

5 予備費 　       1,500

歳              出              合              計 　     236,000

千円

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
－ 9－



 議案第３号 

 

  令和２年度相模原市介護保険事業特別会計予算 

令和２年度相模原市介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

(歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５７，３８２，０００千円と定 

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

による。 

(歳出予算の流用) 

第２条 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２２０条第２項ただし書の規定に

より歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

 (１) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 (２) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 令和２年２月１３日提出 

 

                     相模原市長 本 村 賢 太 郎  

－ 77 －



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

5 保険料 　  12,455,068

5 介護保険料 　  12,455,068

10 使用料及び手数料 　      16,584

10 手数料 　      16,584

15 国庫支出金 　  11,973,682

5 国庫負担金 　   9,556,319

10 国庫補助金 　   2,417,363

20 支払基金交付金 　  14,882,972

5 支払基金交付金 　  14,882,972

25 県支出金 　   8,182,601

5 県負担金 　   7,702,226

7 県補助金 　     480,375

30 財産収入 　       4,369

5 財産運用収入 　       4,369

40 繰入金 　   9,865,000

5 一般会計繰入金 　   8,665,000

10 基金繰入金 　   1,200,000

50 諸収入 　       1,724

5 延滞金及び過料 　         200

15 雑入 　       1,524

歳              入              合              計 　  57,382,000

－ 78 －



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

5 保険料 　  12,455,068

5 介護保険料 　  12,455,068

10 使用料及び手数料 　      16,584

10 手数料 　      16,584

15 国庫支出金 　  11,973,682

5 国庫負担金 　   9,556,319

10 国庫補助金 　   2,417,363

20 支払基金交付金 　  14,882,972

5 支払基金交付金 　  14,882,972

25 県支出金 　   8,182,601

5 県負担金 　   7,702,226

7 県補助金 　     480,375

30 財産収入 　       4,369

5 財産運用収入 　       4,369

40 繰入金 　   9,865,000

5 一般会計繰入金 　   8,665,000

10 基金繰入金 　   1,200,000

50 諸収入 　       1,724

5 延滞金及び過料 　         200

15 雑入 　       1,524

歳              入              合              計 　  57,382,000

歳　出

款 項 金        額

5 総務費 　   1,071,957

5 総務管理費 　     382,547

10 徴収費 　      93,579

15 介護認定審査会費 　     583,351

20 介護サービス情報公表・調査費 　      12,480

10 保険給付費 　  53,103,216

5 介護サービス等諸費 　  51,342,675

10 高額介護サービス等費 　   1,760,541

20 地域支援事業費 　   3,182,373

5 地域支援事業費 　   3,182,373

25 基金積立金 　       4,369

5 基金積立金 　       4,369

35 諸支出金 　      19,085

5 償還金及び還付加算金 　      19,085

45 予備費 　       1,000

5 予備費 　       1,000

歳              出              合              計 　  57,382,000

千円

介護保険事業特別会計
－ 79 －



 議案第４号 

 

  令和２年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

令和２年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定め

るところによる。 

(歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２２５，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

による。 

 

 令和２年２月１３日提出 

 

                     相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

－ 123 －



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

5 繰入金 　      33,000

5 一般会計繰入金 　      33,000

10 繰越金 　      45,000

5 繰越金 　      45,000

15 諸収入 　     147,000

5 貸付金元利収入 　     145,891

15 雑入 　       1,109

歳              入              合              計 　     225,000

－ 124 －



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

5 繰入金 　      33,000

5 一般会計繰入金 　      33,000

10 繰越金 　      45,000

5 繰越金 　      45,000

15 諸収入 　     147,000

5 貸付金元利収入 　     145,891

15 雑入 　       1,109

歳              入              合              計 　     225,000

歳　出

款 項 金        額

5 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 　     224,950

5 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 　     224,950

15 諸支出金 　          50

5 償還金及び還付加算金 　          50

歳              出              合              計 　     225,000

千円

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
－ 125 －



 議案第５号 

 

  令和２年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計予算 

令和２年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

(歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，８３０，０００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

による。 

 

 令和２年２月１３日提出 

 

                     相模原市長 本 村 賢 太 郎  

－ 139 －



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

5 後期高齢者医療保険料 　   8,214,384

5 後期高齢者医療保険料 　   8,214,384

10 使用料及び手数料 　          10

10 手数料 　          10

15 国庫支出金 　      13,200

10 国庫補助金 　      13,200

25 繰入金 　   1,477,000

5 一般会計繰入金 　   1,477,000

30 繰越金 　      60,000

5 繰越金 　      60,000

35 諸収入 　      65,406

5 延滞金及び過料 　       1,000

10 償還金及び還付加算金 　      17,000

20 雑入 　      47,406

歳              入              合              計 　   9,830,000

－ 140 －



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

5 後期高齢者医療保険料 　   8,214,384

5 後期高齢者医療保険料 　   8,214,384

10 使用料及び手数料 　          10

10 手数料 　          10

15 国庫支出金 　      13,200

10 国庫補助金 　      13,200

25 繰入金 　   1,477,000

5 一般会計繰入金 　   1,477,000

30 繰越金 　      60,000

5 繰越金 　      60,000

35 諸収入 　      65,406

5 延滞金及び過料 　       1,000

10 償還金及び還付加算金 　      17,000

20 雑入 　      47,406

歳              入              合              計 　   9,830,000

歳　出

款 項 金        額

5 総務費 　     208,397

5 総務管理費 　     208,397

10 分担金及び負担金 　   9,594,603

5 広域連合負担金 　   9,594,603

15 諸支出金 　      17,000

5 償還金及び還付加算金 　      17,000

20 予備費 　      10,000

5 予備費 　      10,000

歳              出              合              計 　   9,830,000

千円

後期高齢者医療事業特別会計
－ 141 －



 議案第６号 

 

  令和２年度相模原市自動車駐車場事業特別会計予算 

令和２年度相模原市自動車駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

(歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，５７１，０００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

による。 

 

 令和２年２月１３日提出 

 

                     相模原市長 本 村 賢 太 郎  

－ 167 －



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

5 駐車場事業収入 　     792,193

5 事業収入 　     792,193

15 財産収入 　       1,399

5 財産運用収入 　       1,399

20 繰入金 　     774,408

5 繰入金 　     774,408

25 繰越金 　       3,000

5 繰越金 　       3,000

歳              入              合              計 　   1,571,000

－ 168 －



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

5 駐車場事業収入 　     792,193

5 事業収入 　     792,193

15 財産収入 　       1,399

5 財産運用収入 　       1,399

20 繰入金 　     774,408

5 繰入金 　     774,408

25 繰越金 　       3,000

5 繰越金 　       3,000

歳              入              合              計 　   1,571,000

歳　出

款 項 金        額

5 駐車場事業費 　     822,386

5 駐車場管理費 　     822,386

10 公債費 　     747,614

5 公債費 　     747,614

15 予備費 　       1,000

5 予備費 　       1,000

歳              出              合              計 　   1,571,000

千円

自動車駐車場事業特別会計
－ 169 －



 議案第７号 

 

令和２年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別

会計予算 

令和２年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計の予

算は、次に定めるところによる。 

(歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５９２，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

による。 

 

 令和２年２月１３日提出 

 

                     相模原市長 本 村 賢 太 郎  

－ 185 －



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

10 繰入金 　     591,997

5 繰入金 　     591,997

20 使用料及び手数料 　           1

10 手数料 　           1

85 諸収入 　           2

5 雑入 　           2

歳              入              合              計 　     592,000

－ 186 －



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

10 繰入金 　     591,997

5 繰入金 　     591,997

20 使用料及び手数料 　           1

10 手数料 　           1

85 諸収入 　           2

5 雑入 　           2

歳              入              合              計 　     592,000

麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計
－ 187 －



 議案第８号 

 

  令和２年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計予算 

令和２年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

(歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，３９３，０００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

による。 

(地方債) 

第２条 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２３０条第１項の規定により起こ

すことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

は、「第２表地方債」による。 

 

 令和２年２月１３日提出 

 

                     相模原市長 本 村 賢 太 郎  

－ 221 －



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

10 繰入金 　       9,200

5 繰入金 　       9,200

20 市債 　   3,383,800

5 市債 　   3,383,800

歳              入              合              計 　   3,393,000

－ 222 －



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

10 繰入金 　       9,200

5 繰入金 　       9,200

20 市債 　   3,383,800

5 市債 　   3,383,800

歳              入              合              計 　   3,393,000

歳　出

款 項 金        額

10 公共用地先行取得事業費 　   3,384,504

5 公共用地先行取得事業費 　   3,384,504

15 公債費 　       8,496

5 公債費 　       8,496

歳              出              合              計 　   3,393,000

千円

公共用地先行取得事業特別会計
－ 223 －



限　度　額 起債の方法 利　率 償還の方法

千円 

借入先
・財務省
・その他  年　5.0％以内 　公的資金について

は、その融資条件に
借入方法 　ただし、利率見 より、銀行その他の
・普通貸借 直し方式で借り入 場合には、その債権
・証券発行 れる公的資金につ 者と協定するところ

いて、利率の見直 による。
借入時期 しを行った後にお 　ただし、市財政の
　令和２年度 いては、当該見直 都合により繰上償還
とする。 し後の利率とする。又は償還期限の短縮
　ただし、事 若しくは本議決の範
業の進捗等に 囲内で未償還額を借

3,383,800 

第２表　　地　　方　　債

起　債　の　目　的

公 共 用 地 先 行 取 得
事 業 費

業の進捗等に 囲内で未償還額を借
より翌年度以 換えすることができ
降に繰越して る。
借り入れるこ
とができる。

－ 224 －



 議案第９号 

 

  令和２年度相模原市財産区特別会計予算 

令和２年度相模原市財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

(歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９８，５００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

による。 

 

 令和２年２月１３日提出 

 

                     相模原市長 本 村 賢 太 郎  

－ 237 －



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

10 県支出金 　         167

5 県補助金 　         167

15 財産収入 　      59,608

5 財産運用収入 　      59,608

20 繰入金 　      31,768

5 基金繰入金 　      31,768

25 繰越金 　       6,957

5 繰越金 　       6,957

歳              入              合              計 　      98,500

－ 238 －



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

10 県支出金 　         167

5 県補助金 　         167

15 財産収入 　      59,608

5 財産運用収入 　      59,608

20 繰入金 　      31,768

5 基金繰入金 　      31,768

25 繰越金 　       6,957

5 繰越金 　       6,957

歳              入              合              計 　      98,500

歳　出

款 項 金        額

5 総務費 　      37,672

5 総務管理費 　      37,672

10 諸支出金 　      59,973

5 繰出金 　      59,973

15 予備費 　         855

5 予備費 　         855

歳              出              合              計 　      98,500

千円

財産区特別会計
－ 239 －



 議案第１０号 

 

  令和２年度相模原市公債管理特別会計予算 

令和２年度相模原市公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

(歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５６，２３５，０００千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

による。 

(地方債) 

第２条 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２３０条第１項の規定により起こ

すことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

は、「第２表地方債」による。 

 

 令和２年２月１３日提出 

 

                     相模原市長 本 村 賢 太 郎  

－ 269 －



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

5 財産収入 　      50,000

5 財産運用収入 　      50,000

10 繰入金 　  41,491,400

5 他会計繰入金 　  36,175,000

10 基金繰入金 　   5,316,400

15 市債 　  14,693,600

5 市債 　  14,693,600

歳              入              合              計 　  56,235,000

－ 270 －



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

5 財産収入 　      50,000

5 財産運用収入 　      50,000

10 繰入金 　  41,491,400

5 他会計繰入金 　  36,175,000

10 基金繰入金 　   5,316,400

15 市債 　  14,693,600

5 市債 　  14,693,600

歳              入              合              計 　  56,235,000

歳　出

款 項 金        額

5 公債費 　  56,235,000

5 公債費 　  56,235,000

歳              出              合              計 　  56,235,000

千円

公債管理特別会計
－ 271 －



限　度　額 起債の方法 利　率 償還の方法

千円 

借入先
・財務省
・その他  年　5.0％以内 　公的資金について

は、その融資条件に
借入方法 　ただし、利率見 より、銀行その他の
・普通貸借 直し方式で借り入 場合には、その債権
・証券発行 れる公的資金につ 者と協定するところ

いて、利率の見直 による。
借入時期 しを行った後にお 　ただし、市財政の
　令和２年度 いては、当該見直 都合により繰上償還
とする。 し後の利率とする。又は償還期限の短縮

若しくは本議決の範
囲内で未償還額を借

14,693,600 

第２表　　地　　方　　債

起　債　の　目　的

借 換

囲内で未償還額を借
換えすることができ
る。

－ 272 －



議案第１１号

　(総則)

第１条　令和２年度相模原市簡易水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　(業務の予定量)

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　１　給水戸数　 984 戸

　２　年間総給水量　 382,832 ㎥

　３　一日平均給水量　 1,048 ㎥

　４　主要な建設改良事業

　（１）　施設更新・改良事業 136,840 千円

　(収益的収入及び支出)

　第１款　簡易水道事業収益 319,699 千円

　　第１項　営業収益 23,087 千円

　　第２項　営業外収益 296,152 千円

　　第３項　特別利益 460 千円

　第１款　簡易水道事業費用 387,114 千円

　　第１項　営業費用 367,683 千円

　　第２項　営業外費用 11,783 千円

　　第３項　特別損失 7,648 千円

　　　令和２年度相模原市簡易水道事業会計予算

収　　　　　入

支　　　　　出

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業費用の一部の財
　源に充てるため基金27,972千円を取り崩す。

－ 287 －



　(資本的収入及び支出)

　第１款　簡易水道資本的収入 136,760 千円

　　第１項　企業債 136,700 千円

　　第２項　負担金 60 千円

　第１款　簡易水道資本的支出 159,597 千円

　　第１項　建設改良費 136,840 千円

　　第２項　企業債償還金 22,757 千円

　(特例的収入及び支出)

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支

　出額に対し不足する額22,837千円は、引継金等で補てんするものとする。)。

収　　　　　入

支　　　　　出

第４条の２　地方公営企業法施行令(昭和２７年政令第４０３号)第４条第４項の規定によ

　り、令和２年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それ

　ぞれ4,538千円及び351,024千円である。

－ 288 －



　(資本的収入及び支出)

　第１款　簡易水道資本的収入 136,760 千円

　　第１項　企業債 136,700 千円

　　第２項　負担金 60 千円

　第１款　簡易水道資本的支出 159,597 千円

　　第１項　建設改良費 136,840 千円

　　第２項　企業債償還金 22,757 千円

　(特例的収入及び支出)

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支

　出額に対し不足する額22,837千円は、引継金等で補てんするものとする。)。

収　　　　　入

支　　　　　出

第４条の２　地方公営企業法施行令(昭和２７年政令第４０３号)第４条第４項の規定によ

　り、令和２年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それ

　ぞれ4,538千円及び351,024千円である。

　(企業債)

起債の方法 利　率

　(一時借入金)

第６条　一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

　(予定支出の各項の経費の金額の流用)

　(１)　営業費用及び営業外費用の間の流用

　(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

　(１)　職員給与費 95,383 千円

　(他会計からの補助金)

　　令和２年２月１３日提出

相模原市長　本　村　賢　太　郎　　　

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

償　還　の　方　法

借入先
・財務省
・その他

借入方法
・普通貸借
・証券発行

借入時期
・令和2年度とす
る。
　ただし、事業
の進捗等により
翌年度以降に繰
越して借り入れ
ることができ
る。

 年5.0％以内

　ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
公的資金につ
いて、利率の
見直しを行っ
た後において
は、当該見直
し後の利率と
する。

千円

起債の目的

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又

　はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

第９条　簡易水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、159,027千

　円である。

合　計

　公的資金については、その
融資条件により、銀行その他
の場合には、その債権者と協
定するところによる。
　ただし、企業財政の都合に
より繰上償還又は償還期限の
短縮若しくは未償還額を借換
えすることができる。

簡易水道
建設費充当

136,700

136,700

限 度 額

－ 289 －



議案第１２号

　(総則)

第１条　令和２年度相模原市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　(業務の予定量)

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　１　処理区域内人口　 696,941 人

　２　主要な建設改良事業

　（１）　公共下水道整備事業(管渠) 7,233,682 千円

　（２）　公共下水道整備事業(ポンプ場) 124,025 千円

　（３）　農業集落排水整備事業(管渠) 22,495 千円

　 (４）　市設置高度処理型浄化槽整備事業 833,460 千円

　(収益的収入及び支出)

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款　公共下水道事業収益 15,922,647 千円

　　第１項　公共下水道営業収益 11,426,533 千円

　　第２項　公共下水道営業外収益 4,476,468 千円

　　第３項　公共下水道特別利益 19,646 千円

　第２款　農業集落排水事業収益 36,482 千円

　　第１項　農業集落排水営業収益 3,000 千円

　　第２項　農業集落排水営業外収益 25,798 千円

　　第３項　農業集落排水特別利益 7,684 千円

　第３款　市設置高度処理型浄化槽事業収益 201,256 千円

　　第１項　市設置高度処理型浄化槽営業収益 42,900 千円

　　第２項　市設置高度処理型浄化槽営業外収益 158,356 千円

　　　令和２年度相模原市下水道事業会計予算

収　　　　　入

－ 329 －



　第１款　公共下水道事業費用 15,428,940 千円

　　第１項　公共下水道営業費用 13,583,672 千円

　　第２項　公共下水道営業外費用 1,815,268 千円

　　第３項　公共下水道予備費 30,000 千円

　第２款　農業集落排水事業費用 51,196 千円

　　第１項　農業集落排水営業費用 49,758 千円

　　第２項　農業集落排水営業外費用 1,438 千円

　第３款　市設置高度処理型浄化槽事業費用 352,766 千円

　　第１項　市設置高度処理型浄化槽営業費用 340,403 千円

　　第２項　市設置高度処理型浄化槽営業外費用 12,363 千円

支　　　　　出
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　第１款　公共下水道事業費用 15,428,940 千円

　　第１項　公共下水道営業費用 13,583,672 千円

　　第２項　公共下水道営業外費用 1,815,268 千円

　　第３項　公共下水道予備費 30,000 千円

　第２款　農業集落排水事業費用 51,196 千円

　　第１項　農業集落排水営業費用 49,758 千円

　　第２項　農業集落排水営業外費用 1,438 千円

　第３款　市設置高度処理型浄化槽事業費用 352,766 千円

　　第１項　市設置高度処理型浄化槽営業費用 340,403 千円

　　第２項　市設置高度処理型浄化槽営業外費用 12,363 千円

支　　　　　出 　(資本的収入及び支出)

　第１款　公共下水道資本的収入 8,056,981 千円

　　第１項　公共下水道企業債 6,249,500 千円

　　第２項　公共下水道他会計負担金 260,384 千円

　　第３項　公共下水道分担金 22,936 千円

　　第４項　公共下水道負担金 16,595 千円

　　第５項　公共下水道国庫補助金 1,053,760 千円

　　第６項　公共下水道県補助金 440,336 千円

　　第７項　公共下水道その他資本的収入 13,470 千円

　第２款　農業集落排水資本的収入 22,450 千円

　　第１項　農業集落排水企業債 22,300 千円

　　第２項　農業集落排水分担金 150 千円

　第３款　市設置高度処理型浄化槽資本的収入 833,322 千円

　　第１項　市設置高度処理型浄化槽企業債 449,000 千円

　　第２項　市設置高度処理型浄化槽分担金 13,031 千円

　　第３項　市設置高度処理型浄化槽国庫補助金 168,768 千円

　　第４項　市設置高度処理型浄化槽県補助金 202,523 千円

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支

　出額に対し不足する額6,739,097千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損

　益勘定留保資金等で補てんするものとする。)。

収　　　　　入
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　第１款　公共下水道資本的支出 14,781,489 千円

　　第１項　公共下水道建設改良費 7,357,707 千円

　　第２項　公共下水道固定資産購入費　　 307,680 千円

　　第３項　公共下水道企業債償還金 7,116,102 千円

　第２款　農業集落排水資本的支出 31,895 千円

　　第１項　農業集落排水建設改良費 22,495 千円

　　第２項　農業集落排水企業債償還金 9,400 千円

　第３款　市設置高度処理型浄化槽資本的支出 838,466 千円

　　第１項　市設置高度処理型浄化槽建設改良費 833,460 千円

　　第２項　市設置高度処理型浄化槽企業債償還金 5,006 千円

支　　　　　出
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　第１款　公共下水道資本的支出 14,781,489 千円

　　第１項　公共下水道建設改良費 7,357,707 千円

　　第２項　公共下水道固定資産購入費　　 307,680 千円

　　第３項　公共下水道企業債償還金 7,116,102 千円

　第２款　農業集落排水資本的支出 31,895 千円

　　第１項　農業集落排水建設改良費 22,495 千円

　　第２項　農業集落排水企業債償還金 9,400 千円

　第３款　市設置高度処理型浄化槽資本的支出 838,466 千円

　　第１項　市設置高度処理型浄化槽建設改良費 833,460 千円

　　第２項　市設置高度処理型浄化槽企業債償還金 5,006 千円

支　　　　　出 （継続費）

第５条　継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

事業名 総　額 年　度 年割額

千円 千円

2 18,900

3 306,100

2 244,860

3 367,290

　(企業債)

起債の方法 利　率

612,150

公共下水道
資本的支出

公共下水道
建設改良費

管渠耐震化
事業(令和２
年度設定分)

上鶴間地区
雨水幹線
整備事業

款 項

325,000

借入先
・財務省
・その他

借入方法
・普通貸借
・証券発行

借入時期
・令和２年度と
する。
　ただし、事業
の進捗等により
翌年度以降に繰
越して借り入れ
ることができ
る。

 年5.0％以内

　ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
公的資金につ
いて、利率の
見直しを行っ
た後において
は、当該見直
し後の利率と
する。

　公的資金については、その
融資条件により、銀行その他
の場合には、その債権者と協
定するところによる。
　ただし、企業財政の都合に
より繰上償還又は償還期限の
短縮若しくは未償還額を借換
えすることができる。

下水道事業
特別措置分
公債費充当

合　計

限 度 額

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

償　還　の　方　法起債の目的

公共下水道
建設費充当

流域下水道
負担金充当

農業集落排水
建設費充当

市設置高度
処理型浄化槽
建設費充当

145,000

6,720,800

千円

5,824,800

279,700

22,300

449,000
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　(一時借入金)

第７条　一時借入金の限度額は、6,000,000千円と定める。

　(予定支出の各項の経費の金額の流用)

　(１)　営業費用及び営業外費用の間の流用

　(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

　(１)　職員給与費 864,901 千円

　(他会計からの補助金)

　　令和２年２月１３日提出

相模原市長　本　村　賢　太　郎　　

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又

　はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

第１０条　雨水処理費等に要する費用の一部に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を

　受ける金額は、4,509,000千円である。

下 水 道 事 業 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

－ 334 －



１ 

議案第１３号 

 

相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和２年２月１３日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 相模原市一般職の給与に関する条例(昭和２６年相模原市条例第１１号)の一部

を次のように改正する。 

第７条の３第１項各号中「１２，０００円」を「１６，０００円」に改め、同

条第２項第１号ア中「２３，０００円」を「２７，０００円」に、「１２，０００

円」を「１６，０００円」に改め、同号イ中「２３，０００円」を「２７，０００

円」に、「１６，０００円」を「１７，０００円」に改める。 

   附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の第７条

の３の規定により支給されていた住居手当の月額が２，０００円を超える職員で

あって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)

を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の

各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、施行日

から令和３年３月３１日までの間、改正後の第７条の３の規定にかかわらず、当

該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった

場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。以下「旧手当額」

という。)から２，０００円を控除した額の住居手当を支給する。 

（１）改正後の第７条の３第１項各号のいずれにも該当しないこととなる職員 

（２）旧手当額から改正後の第７条の３第２項の規定により算出される住居手当の



２ 

月額に相当する額を減じた額が２，０００円を超えることとなる職員 

３ 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給について必要な事

項は、規則で定める。 

 

提案の理由 

  相模原市人事委員会からの職員の給与等に関する報告及び勧告並びに国及び他

の地方公共団体の状況を勘案し、一般職の職員の住居手当に係る規定を改正いた

したく提案するものである。 

  



３ 

議案第１３号関係資料 

 

   相模原市一般職の給与に関する条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

  住居手当に係る規定の改正(第７条の３関係) 

  住居手当の支給対象となる家賃の下限額及び住居手当の算定における控除額を

１２，０００円から１６，０００円とし、住居手当の支給限度額を２７，０００

円から２８，０００円とするもの 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和２年４月１日 

（２）経過措置 

ア この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、支給され

ていた住居手当の月額が２，０００円を超える職員であって、施行日以後に

おいても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っている

もののうち、次のいずれかに該当するものに対しては、施行日から令和３年

３月３１日までの間、改正後の条例の規定にかかわらず、当該住居手当の月

額に相当する額(以下「旧手当額」という。)から２，０００円を控除した額

の住居手当を支給するもの 

（ア）改正後の住居手当の支給対象外となる職員 

（イ）旧手当額から改正後の住居手当の月額に相当する額を減じた額が２，０００

円を超えることとなる職員 

 イ ２(２)アに係る規定による住居手当の支給について必要な事項は、規則で

定めることとするもの 
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議案第１４号  

 

相模原市手数料条例の一部を改正する条例について 

相模原市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年２月１３日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市手数料条例の一部を改正する条例 

 相模原市手数料条例(平成１２年相模原市条例第７号)の一部を次のように改正す

る。 

 別表第４第３号の表１の項(３)イ(ア)中「１１０，０００円(」の次に「建築物

のエネルギーの使用の効率性その他の性能に関する建築物に係るエネルギーの使用

の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準

(平成２４年経済産業省・国土交通省・環境省告示第１１９号)に規定する共同住宅

等全体の一次エネルギー消費量の算出に当たって共用部分に係る計算を要しない場

合(以下この項及び３の項において「共用部分に係る計算を要しない場合」とい

う。)又は」を加え、同項(３)イ(イ)中「１８０，０００円(」の次に「共用部分に

係る計算を要しない場合又は」を加え、同項(３)イ(ウ)中「２８０，０００円(」

の次に「共用部分に係る計算を要しない場合又は」を加え、同項(３)イ(エ)中

「３６０，０００円(」の次に「共用部分に係る計算を要しない場合又は」を加え、

同項(３)イ(オ)中「４３０，０００円(」の次に「共用部分に係る計算を要しない

場合又は」を加え、同項(３)イ(カ)中「５００，０００円(」の次に「共用部分に

係る計算を要しない場合又は」を加え、同表３の項(３)イ(ア)中「５５，０００円

(」の次に「共用部分に係る計算を要しない場合又は」を加え、同項(３)イ(イ)中

「９０，０００円(」の次に「共用部分に係る計算を要しない場合又は」を加え、

同項(３)イ(ウ)中「１４０，０００円(」の次に「共用部分に係る計算を要しない

場合又は」を加え、同項(３)イ(エ)中「１８０，０００円(」の次に「共用部分に

係る計算を要しない場合又は」を加え、同項(３)イ(オ)中「２１５，０００円(」

の次に「共用部分に係る計算を要しない場合又は」を加え、同項(３)イ(カ)中



５ 

「２５０，０００円(」の次に「共用部分に係る計算を要しない場合又は」を加え

る。 

 別表第４第６号の表３の項(２)ア中「床面積の区分」を「区分」に改め、同項

(２)ア(ア)及び(イ)を次のように改める。 

（ア）省令第４条第３項に規定する設計一次エネルギー消費量を同項第１号の

数値とした場合(以下この項、６の項及び９の項において「共用部分に係

る計算を要する場合」という。)又は適合証等の場合 次に掲げる床面積

の区分に応じて定める金額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ６９，０００円(適

合証等の場合は、９，４００円) 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上、２，０００平方メートル

未満のもの １２０，０００円(適合証等の場合は、２０，０００円) 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上、５，０００平方メー

トル未満のもの ２００，０００円(適合証等の場合は、４５，０００

円) 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ２８０，０００

円(適合証等の場合は、８１，０００円) 

（イ）省令第４条第３項に規定する設計一次エネルギー消費量を同項第２号の

数値とした場合(以下この項、６の項及び９の項において「共用部分に係

る計算を要しない場合」という。) 次に掲げる金額を合算した金額 

ａ 床面積(共用部分の床面積を除く。以下この項、６の項及び９の項に

おいて「共用部分以外の床面積」という。)の区分に応じて定める金額 

（ａ）共用部分以外の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  

５９，６００円 

（ｂ）共用部分以外の床面積の合計が３００平方メートル以上、２，０００

平方メートル未満のもの １００，０００円 

（ｃ）共用部分以外の床面積の合計が２，０００平方メートル以上、

５，０００平方メートル未満のもの １５５，０００円 

（ｄ）共用部分以外の床面積の合計が５，０００平方メートル以上のも

の １９９，０００円 

ｂ 床面積の区分に応じて定める金額 



６ 

（ａ）床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ９，４００円 

（ｂ）床面積の合計が３００平方メートル以上、２，０００平方メート

ル未満のもの ２０，０００円 

（ｃ）床面積の合計が２，０００平方メートル以上、５，０００平方メ

ートル未満のもの ４５，０００円 

（ｄ）床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ８１，０００

円 

 別表第４第６号の表３の項(２)ア(ウ)及び(エ)を削り、同表６の項(２)ア中「床

面積の区分」を「区分」に改め、同項(２)ア(ア)及び(イ)を次のように改める。 

（ア）共用部分に係る計算を要する場合又は適合証等の場合 次に掲げる床面

積の区分に応じて定める金額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ３４，５００円(適

合証等の場合は、４，７００円) 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上、２，０００平方メートル

未満のもの ６０，０００円(適合証等の場合は、１０，０００円) 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上、５，０００平方メー

トル未満のもの １００，０００円(適合証等の場合は、２２，５００

円) 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの １４０，０００

円(適合証等の場合は、４０，５００円) 

（イ）共用部分に係る計算を要しない場合 次に掲げる金額を合算した金額 

   ａ 共用部分以外の床面積の区分に応じて定める金額 

（ａ）共用部分以外の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

２９，８００円 

（ｂ）共用部分以外の床面積の合計が３００平方メートル以上、２，０００

平方メートル未満のもの ５０，０００円 

（ｃ）共用部分以外の床面積の合計が２，０００平方メートル以上、

５，０００平方メートル未満のもの ７７，５００円 

（ｄ）共用部分以外の床面積の合計が５，０００平方メートル以上のも

の ９９，５００円 

ｂ 床面積の区分に応じて定める金額 



７ 

（ａ）床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ４，７００円 

（ｂ）床面積の合計が３００平方メートル以上、２，０００平方メート

ル未満のもの １０，０００円 

（ｃ）床面積の合計が２，０００平方メートル以上、５，０００平方メ

ートル未満のもの ２２，５００円 

（ｄ）床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ４０，５００

円 

別表第４第６号の表６の項(２)ア(ウ)及び(エ)を削り、同表９の項(３)ア中「床

面積の区分」を「区分」に改め、同項(３)ア(ア)及び(イ)を次のように改める。 

（ア）共用部分に係る計算を要する場合又は適合証等の場合 次に掲げる床面

積の区分に応じて定める金額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ６９，０００円(適

合証等の場合は、９，４００円) 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上、２，０００平方メートル

未満のもの １２０，０００円(適合証等の場合は、２０，０００円) 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上、５，０００平方メー

トル未満のもの ２００，０００円(適合証等の場合は、４５，０００

円) 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ２８０，０００

円(適合証等の場合は、８１，０００円) 

（イ）共用部分に係る計算を要しない場合 次に掲げる金額を合算した金額 

ａ 共用部分以外の床面積の区分に応じて定める金額 

（ａ）共用部分以外の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  

５９，６００円 

（ｂ）共用部分以外の床面積の合計が３００平方メートル以上、２，０００

平方メートル未満のもの １００，０００円 

（ｃ）共用部分以外の床面積の合計が２，０００平方メートル以上、

５，０００平方メートル未満のもの １５５，０００円 

（ｄ）共用部分以外の床面積の合計が５，０００平方メートル以上のも

の １９９，０００円 

ｂ 床面積の区分に応じて定める金額 



８ 

（ａ）床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ９，４００円 

（ｂ）床面積の合計が３００平方メートル以上、２，０００平方メート

ル未満のもの ２０，０００円 

（ｃ）床面積の合計が２，０００平方メートル以上、５，０００平方メ

ートル未満のもの ４５，０００円 

（ｄ）床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ８１，０００

円 

 別表第４第６号の表９の項(３)ア(ウ)及び(エ)を削り、同項(３)イ中「床面積の

区分」を「区分」に改め、同項(３)イ(ア)及び(イ)を次のように改める。 

（ア）共用部分に係る計算を要する場合又は適合証等の場合 次に掲げる床面

積の区分に応じて定める金額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ３３，０００円(適

合証等の場合は、９，４００円) 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上、２，０００平方メートル

未満のもの ５７，０００円(適合証等の場合は、２０，０００円) 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上、５，０００平方メー

トル未満のもの １００，０００円(適合証等の場合は、４５，０００

円) 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの １６０，０００

円(適合証等の場合は、８１，０００円) 

（イ）共用部分に係る計算を要しない場合又は省令第１条第１項第２号ロ(３)

の基準による評価方法の場合 次に掲げる金額を合算した金額 

ａ 共用部分以外の床面積の区分に応じて定める金額 

（ａ）共用部分以外の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  

２３，６００円 

（ｂ）共用部分以外の床面積の合計が３００平方メートル以上、２，０００

平方メートル未満のもの ３７，０００円 

（ｃ）共用部分以外の床面積の合計が２，０００平方メートル以上、

５，０００平方メートル未満のもの ５５，０００円 

（ｄ）共用部分以外の床面積の合計が５，０００平方メートル以上のも

の ７９，０００円 



９ 

ｂ 床面積の区分に応じて定める金額 

（ａ）床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ９，４００円 

（ｂ）床面積の合計が３００平方メートル以上、２，０００平方メート

ル未満のもの ２０，０００円 

（ｃ）床面積の合計が２，０００平方メートル以上、５，０００平方メ

ートル未満のもの ４５，０００円 

（ｄ）床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ８１，０００

円 

 別表第４第６号の表９の項(３)イ(ウ)及び(エ)を削る。 

別表第５第５号の表１の項中「又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器」を「、

圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器」に、「若

しくは圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器」を「、圧縮天然ガス自動車燃料装置用

容器若しくは圧縮水素自動車燃料装置用容器」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

提案の理由 

  令和元年経済産業省・国土交通省・環境省告示第７２号による建築物のエネル

ギーの使用の効率性その他の性能に関する建築物に係るエネルギーの使用の合理

化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成

２４年経済産業省・国土交通省・環境省告示第１１９号)の改正に伴う都市の低

炭素化の促進に関する法律(平成２４年法律第８４号)に基づく事務に係る手数料

の規定の改正、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する

省令(令和元年経済産業省・国土交通省令第３号)による建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令(平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号)の改正に伴

う建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成２７年法律第５３号)に

基づく事務に係る手数料の規定の改正及び高圧ガス保安法関係手数料令及び地方

公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第

１８８号)による地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成１２年政令第

１６号)の改正を踏まえた高圧ガス保安法施行令(平成９年政令第２０号)に基づ

く事務に係る手数料の規定の追加をいたしたく提案するものである。 
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議案第１４号関係資料 

 

   相模原市手数料条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）都市の低炭素化の促進に関する法律(平成２４年法律第８４号)に基づく事務

に係る手数料の規定の改正(別表第４第３号の表関係) 

１棟の建築物の低炭素建築物新築等計画の認定又は変更の認定の申請に対す

る審査の事務に係る手数料のうち、当該申請に係る部分について合算すべき共

用部分(共同住宅等の住宅部分に居住する者が共用する廊下、管理人室、集会

室等の住宅部分以外の部分をいう。以下同じ。)に係る金額について、共用部

分を一部評価しない評価方法を採用した場合(以下「共用部分に係る計算を要

しない場合」という。)の金額を追加するもの 

ア 低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査の事務に係る手数料に

おける共用部分に係る金額 

床面積の区分 

共用部分に係る計

算を要しない場合

の金額 

共用部分に係る計

算を要しない場合

以外の場合の金額 

300平方メートル以内のもの  
9,600円 

110,000円 

(9,600円) 

300平方メートルを超え、2,000平

方メートル以内のもの 
27,000円 

180,000円 

(27,000円) 

2,000平方メートルを超え、5,000

平方メートル以内のもの 
81,000円 

280,000円 

(81,000円) 

5,000平方メートルを超え、10,000

平方メートル以内のもの 
130,000円 

360,000円 

(130,000円) 

10,000 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、

25,000平方メートル以内のもの 
160,000円 

430,000円 

(160,000円) 

25,000平方メートルを超えるもの 
200,000円 

500,000円 

(200,000円) 

備考 括弧内の金額は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による適
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合証を添付している場合の金額 

イ 低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査の事務に係る手

数料における共用部分に係る金額 

  １(１)アにより算定した金額に、２分の１を乗じて得た金額 

（２）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成２７年法律第５３号)

に基づく事務に係る手数料の規定の改正(別表第４第６号の表関係) 

１棟の建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定若しくは変更

の認定又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対

する審査の事務に係る手数料のうち、当該申請に係る部分について合算すべき

住宅部分に係る金額について、共用部分に係る計算を要しない場合の金額を追

加するもの 

ア 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査の事務に係

る手数料における住宅部分に係る金額 

床面積の区分 

共用部分に係る計算を要しない場

合の金額 

共用部分に

係る計算を

要しない場

合以外の場

合の金額 

共用部分以外の

床面積の区分に

応じた金額 

床面積の区分に

応じた金額 

300 平方メートル未満 
59,600 円 9,400 円 

69,000 円 

(9,400 円) 

300 平方メートル以上、 

2,000 平方メートル未満 
100,000 円 20,000 円 

120,000 円 

(20,000 円) 

2,000 平方メートル以上、

5,000 平方メートル未満 
155,000 円 45,000 円 

200,000 円 

(45,000 円) 

5,000 平方メートル以上 
199,000 円 81,000 円 

280,000 円 

(81,000 円) 

備考 

１ 共用部分に係る計算を要しない場合の金額は、共用部分以外の床面

積の区分に応じた金額及び床面積の区分に応じた金額を合算した金額 

２ 括弧内の金額は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による

適合証等を添付している場合の金額 



１２ 

イ 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査の事

務に係る手数料における住宅部分に係る金額 

 １(２)アにより算定した金額に、２分の１を乗じて得た金額 

ウ 建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に

対する審査の事務に係る手数料における住宅部分に係る金額 

（ア）標準の計算による評価方法の場合 

床面積の区分 

共用部分に係る計算を要しない

場合の金額 

共用部分に

係る計算を

要しない場

合以外の場

合の金額 

共用部分以外の

床面積の区分に

応じた金額 

床面積の区分に

応じた金額 

300 平方メートル未満 
59,600 円 9,400 円 

69,000 円 

(9,400 円) 

300 平方メートル以上、

2,000 平方メートル未満 
100,000 円 20,000 円 

120,000 円 

(20,000 円) 

2,000 平方メートル以上、

5,000 平方メートル未満 
155,000 円 45,000 円 

200,000 円 

(45,000 円) 

5,000 平方メートル以上 
199,000 円 81,000 円 

280,000 円 

(81,000 円) 

 備考 

１ 標準の計算による評価方法とは、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令(平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号)第１条第

１項第２号イ(１)及びロ(１)の基準による評価方法 

２ 共用部分に係る計算を要しない場合の金額は、共用部分以外の床面

積の区分に応じた金額及び床面積の区分に応じた金額を合算した金額 

３ 括弧内の金額は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による

適合証等を添付している場合の金額 

（イ）簡易な評価方法等の場合 

 
共用部分に係る計算を要しない

場合の金額 

共用部分に

係る計算を 

床面積の区分 共用部分以外の 床面積の区分に 要しない場 
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 床 面積の区分

に応じた金額 

応じた金額 合以外の金

額 

300 平方メートル未満 
23,600 円 9,400 円 

33,000 円 

(9,400 円) 

300 平方メートル以上、 

2,000 平方メートル未満 
37,000 円 20,000 円 

57,000 円 

(20,000 円) 

2,000 平方メートル以上、

5,000 平方メートル未満 
55,000 円 45,000 円 

100,000 円 

(45,000 円) 

5,000 平方メートル以上 
79,000 円 81,000 円 

160,000 円 

(81,000 円) 

備考 

     １ 簡易な評価方法等とは、１(２)ウ(ア)の表備考１の評価方法以外の

評価方法 

２ 共用部分に係る計算を要しない場合の金額は、共用部分以外の床面

積の区分に応じた金額及び床面積の区分に応じた金額を合算した金額 

３ 括弧内の金額は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による

適合証等を添付している場合の金額 

（３）高圧ガス保安法施行令(平成９年政令第２０号)に基づく事務に係る手数料の

規定の追加(別表第５関係) 

圧縮水素自動車燃料装置用容器の検査及び再検査の事務に係る手数料の額を

追加するもの 

区分 
単位 金額 

容器 内容積 

圧縮水素自動車

燃料装置用容器

(温度零下５０度

以下の液化ガス

を充塡するため

の容器を除く。) 

150リットル以上 

１個 

320 円に 10 リットル又は 10 リ

ットルに満たない端数を増すご

とに 57 円を加えた金額 

30リットル以上 

150リットル未満 
１個 320 円 

5リットル以上 

30リットル未満 
１個 260 円 

 1リットル以上 １個 160 円 
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 5リットル未満   

 1リットル未満 １個 150 円 

２ 施行期日 

  令和２年４月１日 



 

 

１５ 

議案第１５号 

 

相模原市印鑑条例の一部を改正する条例について 

 相模原市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和２年２月１３日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市印鑑条例の一部を改正する条例 

相模原市印鑑条例(昭和５６年相模原市条例第１８号)の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第２項第２号を次のように改める。 

（２）意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。) 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案の理由 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律(令和元年法律第３７号)の施行を踏まえ、成年被後見人であるこ

とを欠格要件としている印鑑の登録資格に係る規定を改正いたしたく提案するも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１６ 

議案第１６号  

 

相模原市立市民健康文化センター条例の一部を改正する条例について 

相模原市立市民健康文化センター条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

  

 令和２年２月１３日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立市民健康文化センター条例の一部を改正する条例 

 相模原市立市民健康文化センター条例(昭和５８年相模原市条例第１３号)の一部

を次のように改正する。 

別表第１項第１号アの表中 

「   

を 
 大人 ２，７００円  

 小人 １，３５０円  

  」

   

に、 

「   

を 

    ４，３５０円  

    ８，７００円  

「    ６，８５０円  

 大人 ３，５００円   １３，７００円  

 小人 １，７５０円   ５，８００円  

  」  ２，３００円  

    ２，７００円  

    ２，６００円  

    」

「    

 

 

    

 

 

 ５，６５０円     

 １１，３００円     



１７ 

 ８，９００円   

 

「    

 

 

 １７，８００円   大人 ２，７００円  

 ７，５００円   小人 １，３５０円  

 ２，９００円    」

 ３，５００円     

 ３，３００円     

  」    

 

 

 

 

 

「   

に改める。 

 ３，２５０円  

 ６，５００円  

 ６，５００円  

  」

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１項第１号ア(プールに係る部分を除く。)及びイ(プールに係

る部分を除く。)の規定は、令和３年１月１日以後の利用に係る料金について適

用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

市民健康文化センター及び相模原市立北市民健康文化センターの利用に係る料金

の規定を改正いたしたく提案するものである。 

「    

 ２，５００円   

 ５，０００円  を 

 ５，０００円   

  」

 

「   

に、 
 大人 ３，５００円  

 小人 １，７５０円  

  」

に改め、同号イの表中 を 



１８ 

議案第１６号関係資料 

 

   相模原市立市民健康文化センター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）相模原市立市民健康文化センターの利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

   施設の基本利用料金 

施設 単位 
金額 

現行 改正後 

プール １日(９時３０

分～２０時) 

大人 ２，７００円 大人 ３，５００円 

小人 １，３５０円 小人 １，７５０円 

多
目
的
会
議
室 

多目的

会議室

１ 

１／２ １日(９時～

２２時) 

４，３５０円 ５，６５０円 

全面 ８，７００円 １１，３００円 

多目的

会議室

２ 

１／２ １日(９時～

２２時) 

６，８５０円 ８，９００円 

全面 １３，７００円 １７，８００円 

工作室 １日(９時～

２２時) 
５，８００円 ７，５００円 

講
習
室 
講習室１ １日(９時～

２２時) 
２，３００円 ２，９００円 

講習室２ 

講習室３ １日(９時～

２２時) 
２，７００円 ３，５００円 

茶室 １日(９時～

２２時) 
２，６００円 ３，３００円 

（２）相模原市立北市民健康文化センターの利用に係る料金の規定の改正(別表関

係) 

   施設の基本利用料金 

施設 単位 
金額 

現行 改正後 



１９ 

プール １日(９時３０

分～２０時) 

大人 ２，７００円 大人 ３，５００円 

小人 １，３５０円 小人 １，７５０円 

多目的会議

室 

１／２ １日(９時～

２２時) 

２，５００円 ３，２５０円 

全面 ５，０００円 ６，５００円 

講習室 １日(９時～

２２時) 
５，０００円 ６，５００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和２年１０月１日 

（２）経過措置 

 １(１)(プールに係る部分を除く。)及び(２)(プールに係る部分を除く。)に

係る規定は、令和３年１月１日以後の利用に係る料金について適用し、同日前

の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 

 



２０ 

」 

議案第１７号  

 

相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例について 

相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。 

  

 令和２年２月１３日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例 

 相模原市立市民・大学交流センター条例(平成２４年相模原市条例第５号)の一部

を次のように改正する。 

別表第１項第１号の表中

「   

を 

「    

 １０，８００円   １４，０００円   

 １５，１００円   １９，６００円   

 １４，８００円   １９，２００円   

 ７，６００円   ９，８００円   

 １，３００円   １，６００円   

 １，３００円   １，６００円   

 ２，４００円   ３，１００円   

 ５，１００円   ６，６００円  に改める。

 ２，９００円   ３，７００円   

 １０，３００円   １３，３００円   

 ３，１００円   ４，０００円   

 ４，０００円   ５，２００円   

 １５，１００円   １９，６００円   

 ２４，４００円   ３１，７００円   

 ９，８００円   １２，７００円   

 ２，５００円   ３，２００円   

」 



２１ 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１項第１号(セミナールーム１、セミナールーム２、実習室１

及び実習室２に係る部分に限る。)の規定は、令和３年１０月１日以後の利用に

係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例に

よる。 

３ 改正後の別表第１項第１号(ミーティングルーム１、ミーティングルーム２、

ミーティングルーム３、ミーティングルーム４、ミーティングルーム５、マルチ

スペース及びＡＶスタジオに係る部分に限る。)の規定は、令和３年４月１日以

後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお

従前の例による。 

４ 改正後の別表第１項第１号(シェアードオフィス１、シェアードオフィス２及

びシェアードオフィス３に係る部分に限る。)の規定は、令和３年１月１日以後

に利用を開始する場合及び同年４月１日以後に更新した利用期間が開始する場合

の利用に係る料金について適用し、同年１月１日前に利用を開始した場合及び同

年４月１日前に更新した利用期間が開始した場合の利用に係る料金については、

なお従前の例による。 

５ 改正後の別表第１項第１号(大学情報コーナー及び地域情報コーナーに係る部

分に限る。)の規定は、令和３年１月１日以後に利用を開始する場合の利用に係

る料金について適用し、同日前に利用を開始した場合の利用に係る料金について

は、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

市民・大学交流センターの利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案するもの

である。 



２２ 

議案第１７号関係資料 

 

   相模原市立市民・大学交流センター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立市民・大学交流センターの利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

施設の基本利用料金 

施設 単位 
金額 

現行 改正後 

セミナールーム１ １日(午前９時から

午後１０時まで) 

１０，８００円 １４，０００円 

セミナールーム２ １５，１００円 １９，６００円 

実習室１ １４，８００円 １９，２００円 

実習室２ ７，６００円 ９，８００円 

ミーティングルーム１ １，３００円 １，６００円 

ミーティングルーム２ １，３００円 １，６００円 

ミーティングルーム３ ２，４００円 ３，１００円 

ミーティングルーム４ ５，１００円 ６，６００円 

ミーティングルーム５ ２，９００円 ３，７００円 

マルチスペース １０，３００円 １３，３００円 

ＡＶスタジオ ３，１００円 ４，０００円 

シェアードオフィス１ １人(団体にあって

は構成員１人)につ

き１月 

４，０００円 ５，２００円 

シェアードオフィス２ １区画につき１月 １５，１００円 １９，６００円 

シェアードオフィス３ ２４，４００円 ３１，７００円 

大学情報コーナー ９，８００円 １２，７００円 

地域情報コーナー ２，５００円 ３，２００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和２年１０月１日 



２３ 

（２）経過措置 

  ア １(セミナールーム１、セミナールーム２、実習室１及び実習室２に係る

部分に限る。)に係る規定は、令和３年１０月１日以後の利用に係る料金に

ついて適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によるこ

ととするもの 

イ １(ミーティングルーム１、ミーティングルーム２、ミーティングルーム

３、ミーティングルーム４、ミーティングルーム５、マルチスペース及びＡ

Ｖスタジオに係る部分に限る。 )に係る規定は、令和３年４月１日

以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、

なお従前の例によることとするもの 

ウ １(シェアードオフィス１、シェアードオフィス２及びシェアードオフィ

ス３に係る部分に限る。)に係る規定は、令和３年１月１日以後に利用を開

始する場合及び同年４月１日以後に更新した利用期間が開始する場合の利用

に係る料金について適用し、同年１月１日前に利用を開始した場合及び同年

４月１日前に更新した利用期間が開始した場合の利用に係る料金については、

なお従前の例によることとするもの 

エ １(大学情報コーナー及び地域情報コーナーに係る部分に限る。)に係る規

定は、令和３年１月１日以後に利用を開始する場合の利用に係る料金

について適用し、同日前に利用を開始した場合の利用に係る料金については、

なお従前の例によることとするもの 



２４ 

議案第１８号  

 

相模原市立市民会館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立市民会館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立市民会館条例の一部を改正する条例 

 相模原市立市民会館条例(昭和４０年相模原市条例第２６号)の一部を次のよう

に改正する。 

            「        「 

別表第１第１号アの表中
 111,800 円 

を 
145,300 円 

 に改め、別表第１ 
 146,900 円 188,800 円 

                   」        」 

       「        「 

              」        」 

            「        「 

 17,600 円  22,800 円  

 5,800 円  7,500 円  

 8,800 円  11,400 円  

 5,800 円  7,500 円  

 2,900 円  3,700 円  

第２号アの表中 2,300 円 を 2,700 円 に改める。 

 4,600 円  5,900 円   

 5,200 円  6,700 円  

 1,600 円  2,000 円  

 1,000 円  1,300 円  

 1,000 円  1,300 円  

別表第２第１号アの表中 36,400 円 を 47,300 円 に改め、別表第２ 



２５ 

                   」        」 

第２号の表第１楽屋の項中「４，４００円」を「５，７００円」に改める。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１第１号ア並びに別表第２第１号ア及び第２号の規定は、令和

３年１０月１日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金

については、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第１第２号アの規定は、令和３年４月１日以後の利用に係る料金

について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市民

会館及び相模原南市民ホールの利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案する

ものである。 

 

 

 

 

 49,400 円  61,400 円  



２６ 

議案第１８号関係資料 

 

   相模原市立市民会館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）相模原市民会館の利用に係る料金の規定の改正(別表第１関係) 

  ア ホールの基本利用料金 

区分 

１日 

(９時～２２時) 

現行 改正後 

平日 １１１，８００円 １４５，３００円 

土曜日・日曜日・休日 １４６，９００円 １８８，８００円 

  イ 会議室等の基本利用料金 

室名           区分 

１日 

(９時～２２時) 

現行 改正後 

第１大会議室 １７，６００円 ２２，８００円 

第１中会議室 ５，８００円 ７，５００円 

第２大会議室 ８，８００円 １１，４００円 

第２中会議室 ５，８００円 ７，５００円 

第２小会議室 ２，９００円 ３，７００円 

第３小会議室 ２，３００円 ２，７００円 

講習室 ４，６００円 ５，９００円 

第３中会議室 ５，２００円 ６，７００円 

第４小会議室 １，６００円 ２，０００円 

第５小会議室 １，０００円 １，３００円 

第６小会議室 １，０００円 １，３００円 

（２）相模原南市民ホールの利用に係る料金の規定の改正(別表第２関係) 

  ア ホールの基本利用料金 

 １日 



２７ 

区分  (９時～２２時) 

現行 改正後 

平日 ３６，４００円 ４７，３００円 

土曜日・日曜日・休日 ４９，４００円 ６１，４００円 

  イ 楽屋の利用料金 

室名          区分 

１日 

(９時～２２時) 

現行 改正後 

第１楽屋 ４，４００円 ５，７００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和２年１０月１日 

（２）経過措置 

  ア １(１)ア及び(２)に係る規定は、令和３年１０月１日以後の利用に係る料

金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によ

ることとするもの 

イ １(１)イに係る規定は、令和３年４月１日以後の利用に係る料金について

適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとす

るもの 



２８ 

議案第１９号  

 

相模原市立文化会館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立文化会館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立文化会館条例の一部を改正する条例 

相模原市立文化会館条例(平成元年相模原市条例第２６号)の一部を次のように

改正する。 

            「         「 

 279,500 円  290,300 円  

 369,200 円  377,300 円  

別表第１項第１号の表中 
193,700 円 

を 
201,100 円 

に改め、別表 
256,100 円 261,700 円 

 35,100 円  39,400 円  

 46,900 円  51,200 円  

                    」         」 

         「         「 

第２項第１号の表中    
21,900 円  28,400 円 

に改め、別表第３項 
7,100 円  9,200 円 

                 」         」 

の表楽屋１０の項中「１３，２００円」を「１３，７００円」に改める。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１項第１号、第２項第１号及び第３項の規定は、令和３年１０

月１日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金について

を 



２９ 

は、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市文

化会館の利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案するものである。 



３０ 

議案第１９号関係資料 

 

   相模原市立文化会館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市文化会館の利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

（１）ホールの基本利用料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）リハーサル室等の基本利用料金 

区分 

１日 

(９時～２２時) 

現行 改正後 

リハーサル室 ２１，９００円 ２８，４００円 

練習室 ７，１００円 ９，２００円 

（３）附属設備の利用料金 

区分 
１日 

(９時～２２時) 

区分 

１日 

(９時～２２時) 

現行 改正後 

大ホール 客席数１,７９０

席の場合 

平日 ２７９，５００円 ２９０，３００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

 

３６９，２００円 

 

３７７，３００円 

客席数１,２４０

席の場合 

平日 １９３，７００円 ２０１，１００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

 

２５６，１００円 

 

２６１，７００円 

多目的ホール 平日 ３５，１００円 ３９，４００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

４６，９００円 ５１，２００円 
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 現行 改正後 

大ホール 楽屋１０ １３，２００円 １３，７００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和２年１０月１日 

（２）経過措置 

１(１)から(３)までに係る規定は、令和３年１０月１日以後の利用に係る料

金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による

こととするもの 
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議案第２０号  

 

相模原市立相模原市民ギャラリー条例の一部を改正する条例について 

相模原市立相模原市民ギャラリー条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

  

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立相模原市民ギャラリー条例の一部を改正する条例 

 相模原市立相模原市民ギャラリー条例(平成９年相模原市条例第９号)の一部を

次のように改正する。 

              

「 

１９，５００円 ２６，０００円  

 ９，７００円 １３，０００円  を 

９，７００円 １３，０００円  

      」 

「 

２５，３００円 ３２，８００円  

１２，６００円 １６，３００円  に改め、別表第 

１２，６００円 １６，３００円  

      」 

１第２項第１号の表中 

「 

１，３００円 １，９００円 ２，６００円 ５，８００円  を 

         」 

「 

１，６００円 ２，４００円 ３，３００円 ７，３００円  に改める。 

 

別表第１第１項第１号の表中 

」 
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別表第２会議室の部スライド映写機の項を削る。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１第１項第１号の規定は、令和３年１０月１日以後の利用に係

る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例

による。 

３ 改正後の別表第１第２項第１号の規定は、令和３年４月１日以後の利用に係る

使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例に

よる。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う相模原市立相

模原市民ギャラリーの利用に係る使用料の規定の改正その他所要の改正をいたし

たく提案するものである。 
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議案第２０号関係資料 

 

   相模原市立相模原市民ギャラリー条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立相模原市民ギャラリーの利用に係る使用料の規定の改正(別表第１

関係) 

（１）展示室の基本使用料 

区分 

１日当たりの使用料 

現行 改正後 

平日 
土曜日・日曜

日・休日 
平日 

土曜日・日曜

日・休日 

第１展示室 19,500 円 26,000 円 25,300 円 32,800 円 

第２展示室 9,700 円 13,000 円 12,600 円 16,300 円 

第３展示室 9,700 円 13,000 円 12,600 円 16,300 円 

（２）会議室の基本使用料 

区分 
使用料 

現行 改正後 

午前(９時から１２時まで) 1,300 円 1,600 円 

午後(１３時から１７時まで) 1,900 円 2,400 円 

夜間(１８時から２２時まで) 2,600 円 3,300 円 

全日(９時から２２時まで) 5,800 円 7,300 円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和２年１０月１日 

（２）経過措置 

ア １(１)に係る規定は、令和３年１０月１日以後の利用に係る使用料につい

て適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例によること

とするもの 

イ １(２)に係る規定は、令和３年４月１日以後の利用に係る使用料について

適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例によることと



３５ 

するもの 

 



３６ 

議案第２１号  

 

相模原市立杜
もり

のホールはしもと条例の一部を改正する条例について 

相模原市立杜
もり

のホールはしもと条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立杜
もり

のホールはしもと条例の一部を改正する条例 

 相模原市立杜
もり

のホールはしもと条例(平成１３年相模原市条例第２号)の一部を

次のように改正する。 

           「         「 

                   」         」 

           「         「 

 5,500 円  7,100 円  

 6,600 円 8,500 円  

別表第２第１項の表中 
6,600 円 8,500 円 

 に改める。 
1,900 円 2,400 円 

 1,900 円 2,400 円  

 104,000 円  135,200 円  

 139,100 円  175,700 円  

 23,400 円  30,400 円  

 31,200 円  39,500 円  

別表第１第１項の表中 
4,400 円 

を 
5,700 円 

に改める。 
7,100 円 9,200 円 

 4,400 円  5,700 円  

 7,100 円  9,200 円  

 3,600 円  4,600 円  

 5,900 円  7,600 円  

を
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 5,500円  7,100 円  

                   」         」 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。  

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１第１項及び別表第２第１項の規定は、令和３年１０月１日以

後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお

従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、杜
もり

のホール

はしもとの利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案するものである。 



３８ 

議案第２１号関係資料 

 

   相模原市立杜
もり

のホールはしもと条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

杜
もり

のホールはしもとの利用に係る料金の規定の改正(別表第１及び別表第２関

係) 

（１）施設の基本利用料金 

施設         利用区分 

１日 

(９時～２２時) 

現行 改正後 

ホール 平日 １０４，０００円 １３５，２００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

１３９，１００円 １７５，７００円 

多目的室 平日 ２３，４００円 ３０，４００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

３１，２００円 ３９，５００円 

練習室１ ４，４００円 ５，７００円 

練習室２ ７，１００円 ９，２００円 

練習室３ ４，４００円 ５，７００円 

音楽スタジオ ７，１００円 ９，２００円 

セミナールーム１ ３，６００円 ４，６００円 

セミナールーム２ ５，９００円 ７，６００円 

（２）附属設備の利用料金 

区分 

１日 

(９時～２２時) 

現行 改正後 

ホール 楽屋１ ５，５００円 ７，１００円 



３９ 

楽屋２ ６，６００円 ８，５００円 

 楽屋３ ６，６００円 ８，５００円 

控室 １，９００円 ２，４００円 

多目的室 楽屋Ａ １，９００円 ２，４００円 

楽屋Ｂ ５，５００円 ７，１００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和２年１０月１日 

（２）経過措置 

    １(１)及び(２)に係る規定は、令和３年１０月１日以後の利用に係る料金に

ついて適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によること

とするもの 



４０ 

議案第２２号  

 

相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザ条例の一部を改正する条例に

ついて 

相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザ条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。 

  

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザ条例の一部を改正する条例 

 相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザ条例(平成１９年相模原市条例第４４

号)の一部を次のように改正する。 

 「   

  ２２，６００円  

別表第１項第１号の表中  ２８，０００円  

  ２，９００円  

   」

 

 「    

  ２８，０００円   

を  ３６，４００円  に改める。

  ３，７００円   

   」  

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１項第１号の規定は、令和３年１０月１日以後の利用に係る料

金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 



４１ 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

小田急相模原駅文化交流プラザの利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案す

るものである。 
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議案第２２号関係資料 

 

   相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザ条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザの利用に係る料金の規定の改正(別

表関係) 

施設の基本利用料金 

       利用区分 

施設 

１日(午前９時から午後１０時まで) 

現行 改正後 

多目的ルーム 平日 ２２，６００円 ２８，０００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

２８，０００円 ３６，４００円 

ミーティングルーム１ 
２，９００円 ３，７００円 

ミーティングルーム２ 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和２年１０月１日 

（２）経過措置 

１に係る規定は、令和３年１０月１日以後の利用に係る料金について適用し、

同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 



４３ 

議案第２３号  

 

相模原市立城山文化ホール条例の一部を改正する条例について 

相模原市立城山文化ホール条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立城山文化ホール条例の一部を改正する条例 

 相模原市立城山文化ホール条例(平成２３年相模原市条例第２号)の一部を次の

ように改正する。 

          「 

 ２４，４００円  

別表第１項第１号の表中 ３１，７００円  を 

 ３，７００円  

                      」 

「 

３１，７００円  

４１，２００円 に改め、別表第２項の表中 

４，８００円  

                    」 

「 

１，１００円 
 を 

１，５００円 

                   」 

「 

１，４００円 
 に改める。 

１，９００円 

                   」 

附 則 



４４ 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１項第１号及び第２項の規定は、令和３年１０月１日以後の利

用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の

例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

城山文化ホールの利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案するものである。 

 

 



４５ 

議案第２３号関係資料 

 

   相模原市立城山文化ホール条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立城山文化ホールの利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

（１）施設の基本利用料金 

区分 
１日(午前９時から午後１０時まで) 

現行 改正後 

多目的ホール 平日 ２４，４００円 ３１，７００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

３１，７００円 ４１，２００円 

リハーサル室 ３,７００円 ４，８００円 

（２）附属設備の利用料金 

区分 
１日(午前９時から午後１０時まで) 

現行 改正後 

楽屋１ １，１００円 １，４００円 

楽屋２ １，５００円 １，９００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和２年１０月１日 

（２）経過措置 

    １(１)及び(２)に係る規定は、令和３年１０月１日以後の利用に係る料金に

ついて適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によること

とするもの 



４６ 

議案第２４号  

 

相模原市立市民福祉会館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立市民福祉会館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

 令和２年２月１３日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立市民福祉会館条例の一部を改正する条例 

 相模原市立市民福祉会館条例(昭和５５年相模原市条例第２８号)の一部を次の

ように改正する。 

           「 

36,400 円 

48,400 円 

                                  」 

 

  

 

 

「 

4,000 円 

1,500 円 

900 円 

900 円 

                       」 

 

  

 

          

37,300 円 

49,600 円 

3,900 円 

1,400 円 

800 円 

800 円 

別表第２第１項の表中 を 

「 

に、 

を 

「 

に改め、別表第２第２項の表 

」 

」
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高齢者交流室の項中「１，８００円」を「１，７００円」に改め、別表第２第３項 

   「 

 

   

 

「 

1,200 円 

1,000 円 

                       」 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。ただし、別表第２第１項の改

正規定(ホールに係る部分を除く。)、同表第２項及び第３項の改正規定並びに附

則第３項の規定は、令和２年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第２第１項(ホールに係る部分に限る。)の規定は、令和３年４月

１日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、

なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第２第１項(ホールに係る部分を除く。)、同表第２項及び第３項

の規定は、令和２年１０月１日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の

利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

あじさい会館、相模原市立あじさい会館南分室及び相模原市立あじさい会館緑分

室の利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案するものである。 

1,400 円 

1,200 円 
の表中 

」 

を 

に改める。 



４８ 

議案第２４号関係資料 

 

   相模原市立市民福祉会館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）相模原市立あじさい会館の利用に係る料金の規定の改正(別表第２第１項関

係) 

区分 

１日 

(午前９時～午後１０時。ただし、大

和室以下の項については、午後６時～

午後１０時) 

現行 改正後 

ホール 平日 ３６，４００円 ３７，３００円 

土曜日・日曜日・休日 ４８，４００円 ４９，６００円 

大和室 ４，０００円 ３，９００円 

第１和室 １，５００円 １，４００円 

第２和室 ９００円 ８００円 

第３和室 ９００円 ８００円 

（２）相模原市立あじさい会館南分室の利用に係る料金の規定の改正(別表第２第

２項関係) 

区分 
１日(午後６時～午後１０時) 

現行 改正後 

高齢者交流室 １，８００円 １，７００円 

（３）相模原市立あじさい会館緑分室の利用に係る料金の規定の改正(別表第２第

３項関係) 

区分 
１日(午後６時～午後１０時) 

現行 改正後 

高齢者交流室 １，４００円 １，２００円 

情報交換ルーム １，２００円 １，０００円 

２ 施行期日等 



４９ 

（１）施行期日 

令和２年１０月１日。ただし、１(１)(ホールに係る部分を除く。)、(２)及

び(３)並びに２(２)イに係る規定は、令和２年４月１日 

（２）経過措置 

ア １(１)(ホールに係る部分に限る。)に係る規定は、令和３年４月１日以後

の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、な

お従前の例によることとするもの 

イ １(１)(ホールに係る部分を除く。)、(２)及び(３)に係る規定は、令和２

年１０月１日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料

金については、なお従前の例によることとするもの 

 



５０ 

議案第２５号  

 

相模原市立けやき体育館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立けやき体育館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

 令和２年２月１３日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

  

相模原市立けやき体育館条例の一部を改正する条例 

 相模原市立けやき体育館条例(平成１５年相模原市条例第２９号)の一部を次の

ように改正する。 

別表第１第１項第１号の表体育室の項中「６，５００円」を「８，４５０円」に、

「１３，０００円」を「１６，９００円」に改め、同表和室の項中「３，２００

円」を「２，８００円」に改める。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。ただし、別表第１第１項第１

号の改正規定(和室に係る部分に限る。)及び附則第３項の規定は、令和２年４月

１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１第１項第１号(和室に係る部分を除く。)の規定は、令和３年

４月１日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金につい

ては、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第１第１項第１号(和室に係る部分に限る。)の規定は、令和２年

１０月１日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金につ

いては、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

けやき体育館の利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案するものである。 



５１ 

議案第２５号関係資料 

 

   相模原市立けやき体育館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立けやき体育館の利用に係る料金の規定の改正(別表第１関係) 

施設の専用利用の基本利用料金 

施設 利用単位(時間) 
利用料金 

現行 改正後 

体育室 １／２ 
１日 

(９時～２２時) 

６，５００円 ８，４５０円 

全面 １３，０００円 １６，９００円 

和室 ３，２００円 ２，８００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和２年１０月１日。ただし、１に係る規定(和室に係る部分に限る。)及び

２(２)イに係る規定は、令和２年４月１日 

（２）経過措置 

ア １(和室に係る部分を除く。)に係る規定は、令和３年４月１日以後の利用

に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前

の例によることとするもの 

イ １(和室に係る部分に限る。)に係る規定は、令和２年１０月１日以後の利

用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従

前の例によることとするもの 

 

 

 



５２ 

議案第２６号  

 

相模原市立ふれあいセンター条例の一部を改正する条例について 

相模原市立ふれあいセンター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

 令和２年２月１３日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立ふれあいセンター条例の一部を改正する条例 

 相模原市立ふれあいセンター条例(平成１１年相模原市条例第３３号)の一部を

次のように改正する。 

「          「 

別表第２第１号アの表中 

６，４００円 

を 

７，３００円 

に改め、 
２，９００円 ３，５００円 

２，５００円 ２，９５０円 

３，６００円 ４，５００円 

                     」           」 

同表大広間の項中「１，３００円」を「１，６００円」に改め、同号イの表中 

「          「 

 ２，７００円 

を 

３，４００円 

に、

「  

 ２，７００円 ３，４００円  １，８００円  

 
３，６００円 ４，５００円  １，１００円 を 

３，１００円 ３，９００円  ７５０円  

 １，３００円 １，６００円   」 

         」          」 

「 

 ２，３００円  

 １，４００円  に改める。 

 ９５０円  

         」 



５３ 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第２第１号ア及びイの規定は、令和３年４月１日以後の利用に係

る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によ

る。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

新磯ふれあいセンター及び相模原市立東林ふれあいセンターの利用に係る料金の

規定を改正いたしたく提案するものである。 

 



５４ 

議案第２６号関係資料 

 

   相模原市立ふれあいセンター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）相模原市立新磯ふれあいセンターの利用に係る料金の規定の改正(別表第２

関係) 

施設 単位 
利用料金 

現行 改正後 

多目的ホ

ール 

多目的ホール１ １日(午前９時

～午後１０時) 

６，４００円 ７，３００円 

多目的ホール２ ２，９００円 ３，５００円 

多目的ホール３ ２，５００円 ２，９５０円 

交流広場 ３，６００円 ４，５００円 

大広間 夜間(午後６時

～午後１０時) 
１，３００円 １，６００円 

（２）相模原市立東林ふれあいセンターの利用に係る料金の規定の改正(別表第２

関係) 

施設 単位 
利用料金 

現行 改正後 

多目的室 多目的室１ １日(午前９時

～午後１０時) 

２，７００円 ３，４００円 

多目的室２ ２，７００円 ３，４００円 

多目的室３ ３，６００円 ４，５００円 

工作室 ３，１００円 ３，９００円 

会議室 １，３００円 １，６００円 

ふれあい

交流室 

ふれあい交流室１ 夜間(午後６時

～午後１０時) 

１，８００円 ２，３００円 

ふれあい交流室２ １，１００円 １，４００円 

団らん室 ７５０円 ９５０円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和２年１０月１日 



５５ 

（２）経過措置 

１(１)及び(２)に係る規定は、令和３年４月１日以後の利用に係る料金につ

いて適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることと

するもの 

 

 



５６ 

議案第２７号 

 

相模原市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例について 

相模原市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例 

 相模原市食品衛生法施行条例(平成１１年相模原市条例第４１号)の一部を次の

ように改正する。 

 第２条を削り、第３条を第２条とし、第４条から第６条までを１条ずつ繰り上げ

る。 

 別表第１及び別表第２を削る。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年６月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ 改正前の第２条、別表第１及び別表第２の規定は、令和３年５月３１日までの

間、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第５０条第２項」と

あるのは、「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成３０年法律第４６号)第１

条の規定による改正前の食品衛生法第５０条第２項」とする。 

 

提案の理由 

  食品衛生法等の一部を改正する法律(平成３０年法律第４６号)による食品衛生

法(昭和２２年法律第２３３号)の改正により、営業者が遵守すべき公衆衛生上講

ずべき措置の基準が厚生労働省令で定められることとされたことに伴い、条例で

定めている当該基準に係る規定を削除いたしたく提案するものである。 

 



５７ 

議案第２８号 

 

相模原市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例について 

相模原市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 相模原市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例(平成３１年相模原市条例第１１号)の一部を次のように改正する。 

 目次中「第１１条・第１２条」を「第１１条―第１２条」に改める。  

第１１条中「次条」の次に「及び第１２条」を、「平成２６年厚生労働省令第６３

号」の次に「。以下「放課後児童健全育成事業基準省令」という。」を加え、同条

の次に次の１条を加える。 

 (職員) 

第１１条の２ 前条の規定によりその例によることとされる放課後児童健全育成事

業基準省令第１０条第３項の規定の適用については、同項中「修了したもの」と

あるのは、「修了したもの又は初めて放課後児童支援員として放課後児童健全育

成事業に従事することとなった日から起算して２年を経過する日までに修了する

ことを予定しているもの」とする。  

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 (放課後児童健全育成事業に従事する者に関する経過措置) 

２ 令和２年４月１日前から引き続き放課後児童支援員として放課後児童健全育成

事業に従事する者に対する改正後の第１１条の２の規定の適用については、同条



５８ 

中「又は初めて放課後児童支援員として放課後児童健全育成事業に従事すること

となった日から起算して２年を経過する日までに修了することを予定しているも

の」とあるのは、「(令和３年３月３１日までに修了することを予定している者

を含む。)」とする。 

 

提案の理由 

  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令

(令和元年厚生労働省令第６１号)による放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準(平成２６年厚生労働省令第６３号)の改正を踏まえ、児童クラブの

安定的な運営の確保及び職員体制の充実を図るため放課後児童支援員に係る規定

を追加いたしたく提案するものである。 

  



５９ 

議案第２８号関係資料 

 

相模原市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

放課後児童支援員に係る規定の追加(第１１条の２関係)  

放課後児童支援員の資格要件について、放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準(平成２６年厚生労働省令第６３号)第１０条第３項に規定する研

修(以下「認定資格研修」という。)を修了した者に加え、初めて放課後児童支援

員として従事することとなった日から２年以内に認定資格研修を修了することを

予定している者を認めることとするもの 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和２年４月１日 

（２）放課後児童健全育成事業における職員に関する経過措置 

   令和２年４月１日前から引き続き放課後児童支援員として放課後児童健全育

成事業に従事する者に対する１に係る規定の適用については、認定資格研修を

修了した者に令和３年３月３１日までに修了することを予定している者を含む

こととするもの 



６０ 

議案第２９号 

 

相模原市立児童保育施設条例の一部を改正する条例について 

相模原市立児童保育施設条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立児童保育施設条例の一部を改正する条例 

 相模原市立児童保育施設条例(平成１７年相模原市条例第９９号)の一部を次の

ように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   相模原市立児童保育園条例 

 第１条中「相模原市立児童保育施設(以下「児童保育施設」を「相模原市立児童

保育園(以下「児童保育園」に改め、同条の表相模原市立青根児童保育園の項を削

る。 

 第２条から第４条までの規定並びに第５条第１項及び第３項中「児童保育施設」

を「児童保育園」に改める。 

   附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

(相模原市児童生徒等災害見舞金条例の一部改正) 

２ 相模原市児童生徒等災害見舞金条例(昭和５０年相模原市条例第１５号)の一部

を次のように改正する。 

  第２条第２号中「児童保育施設(相模原市立児童保育施設条例」を「児童保育

園(相模原市立児童保育園条例」に、「児童保育施設を」を「児童保育園を」に

改める。 

 

提案の理由 

  相模原市立青根児童保育園を廃止いたしたく提案するものである。 



６１ 

議案第２９号関係資料 

 
 

案 内 図 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

施設の概要 

位 置 相模原市緑区青根１２８７番地 

設置年月日 昭和５２年４月１日 

構 造 鉄筋コンクリート造平屋建 

延べ床面積 ２２３．６６㎡ 

相模原市立青根児童保育園 

青根出張所 

青 根 

青根小学校 

青根中学校 

牧 野 
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 議案第３０号 

 

相模原市立産業会館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立産業会館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 令和２年２月１３日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立産業会館条例の一部を改正する条例 

相模原市立産業会館条例(平成４年相模原市条例第２２号)の一部を次のように改

正する。 

「         「 

14,600 円  16,200 円 

17,500 円  17,600 円 

                  」         」 

研修室の項中「１９，１００円」を「２０，１００円」に改め、同表中 

「         「 

10,200 円  10,300 円 

12,200 円  12,300 円 

     」         」 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ 改正後の別表第１第１項(国際商談室に係る部分を除く。)の規定は、令和３年

４月１日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金につい

ては、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第１第１項(国際商談室に係る部分に限る。)の規定は、令和３年

１０月１日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金につ

いては、なお従前の例による。 

別表第１第１項の表中 を に改め、同表大 

を に改める。 



６３ 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

産業会館の利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案するものである。 



６４ 

議案第３０号関係資料 

 

   相模原市立産業会館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立産業会館の利用に係る料金の規定の改正(別表第１関係) 

施設の基本利用料金 

区分 

１日 

(９時～２２時) 

現行 改正後 

展示室 １４，６００円 １６，２００円 

国際商談室 １７，５００円 １７，６００円 

大研修室 １９，１００円 ２０，１００円 

ＯＡ研修室 １０，２００円 １０，３００円 

多目的室 １２，２００円 １２，３００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和２年１０月１日 

（２）経過措置 

ア １(国際商談室に係る部分を除く。)に係る規定は、令和３年４月１日以後

の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、な

お従前の例によることとするもの 

イ １(国際商談室に係る部分に限る。)に係る規定は、令和３年１０月１日以

後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、

なお従前の例によることとするもの 
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議案第３１号 

 

相模原市産業集積促進条例の一部を改正する条例について 

 相模原市産業集積促進条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和２年２月１３日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市産業集積促進条例の一部を改正する条例 

 相模原市産業集積促進条例(平成１７年相模原市条例第５６号)の一部を次のよう

に改正する。 

第２条中第８号を削り、第９号を第８号とし、第１０号から第１４号までを１号

ずつ繰り上げ、同条第１５号中ウを削り、同号を同条第１４号とし、同条中第１６

号を第１５号とし、第１７号から第１９号までを１号ずつ繰り上げ、同条第２０号

中「第４条第７項第１号」を「第４条第６項第１号」に、「次条第２項第５号」を

「次条第２項第４号」に改め、同号を同条第１９号とし、同条中第２１号を第２０

号とし、第２２号を第２１号とする。 

第３条第２項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第７号までを１

号ずつ繰り上げる。 

第４条第１項中「前条第２項第６号」を「前条第２項第５号」に、「第７号」を

「第６号」に改め、同条第２項第２号中「前号」を「前３号」に改め、同号を同項

第４号とし、同項第１号の次に次の２号を加える。 

（２）新設又は既存事業所活用をするとともに本社を市外から市内へ移転すること

(当該移転が当該企業等の本社機能に関わる勤務者の新たに市内に設置した本

社への異動を伴わない場合その他規則で定める場合を除く。)。 

（３）市内に工場等を有しない市外の企業等が、初めて市内で新設又は既存事業所

活用をすること。 

 第４条第３項第２号中「前号」を「前３号」に改め、「又は工業系地区計画区域

内企業等」を削り、同号を同項第４号とし、同項第１号の次に次の２号を加える。 

（２）立地をするとともに本社を市外から市内へ移転すること(当該移転が当該企
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業等の本社機能に関わる勤務者の新たに市内に設置した本社への異動を伴わな

い場合その他規則で定める場合を除く。)。 

（３）市内に工場等を有しない市外の企業等が、初めて市内で立地をすること。 

 第４条第４項を削り、同条第５項中「前条第２項第４号」を「前条第２項第３

号」に改め、同項を同条第４項とし、同条第６項中「新規雇用従業員を１年以上

(大企業又は企業グループにおける複数法人の１以上の法人が大企業の場合にあっ

ては、６人以上の新規雇用従業員を１年以上)継続して雇用していなければ」を

「次の各号に掲げる要件のいずれかを満たさなければ」に改め、同項に次の各号を

加え、同項を同条第５項とする。 

（１）新規雇用従業員を１年以上(大企業又は企業グループにおける複数法人の１

以上の法人が大企業の場合にあっては、６人以上の新規雇用従業員を１年以

上)継続して雇用し、当該従業員を対象労働者とする雇用保険法施行規則(昭和

５０年労働省令第３号)第１１０条第１１項に規定する助成金(以下「助成金」

という。)を支給されていること。 

（２）新規雇用従業員を３年以上(大企業又は企業グループにおける複数法人の１

以上の法人が大企業の場合にあっては、６人以上の新規雇用従業員を３年以

上)継続して雇用していること。 

第４条中第７項を第６項とし、第８項を第７項とし、第９項を第８項とする。 

第６条第２項中「当該増額前の額と」を「当該増額前の額とし」に改める。 

第７条第２項中「第４条第７項第１号」を「第４条第６項第１号」に改める。 

第１０条第２項中「第４号」を「第３号」に改める。 

第１１条第１項及び第２項中「第４条第７項第１号」を「第４条第６項第１号」

に改める。 

 第１５条第１項中「前条第１号から第８号まで」を「前条各号」に改める。 

附則第２項中「平成３２年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める。 

   「 

土地に係る投下資本額の１００分

の１０以内の額(重点リーディン

グ産業に関する製品を製造し、又

は製品等の開発に係る研究を行う

ための新設又は既存事業所活用の



６７ 

場合にあっては、土地に係る投下

資本額の１００分の１５以内の

額) 

家屋に係る投下資本額の１００分

の１０以内の額(重点リーディン

グ産業に関する製品を製造し、又

は製品等の開発に係る研究を行う

ための立地の場合にあっては、家

屋に係る投下資本額の１００分の

１５以内の額) 

                    」 

「 

次に掲げる額を合算した額 

（１）第４条第２項第１号に該当

する場合にあっては、土地に

係る投下資本額の１００分の

２０以内の額 

（２）第４条第２項第２号に該当

する場合にあっては、土地に

係る投下資本額の１００分の

１０以内の額 

（３）第４条第２項第３号に該当

する場合にあっては、土地に

係る投下資本額の１００分の

１０以内の額 

第４条第２項第４号に該当する場

合(同項第１号から第３号までの

いずれかに該当する場合を除

く。)にあっては、土地に係る投

下資本額の１００分の１０以内の

額 

別表中 を 

に改め、同表本社移転加算金の項を削り、 
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次に掲げる額を合算した額 

（１）第４条第３項第１号に該当

する場合にあっては、家屋に

係る投下資本額の１００分の

２０以内の額 

（２）第４条第３項第２号に該当

する場合にあっては、家屋に

係る投下資本額の１００分の

１０以内の額 

（３）第４条第３項第３号に該当

する場合にあっては、家屋に

係る投下資本額の１００分の

１０以内の額 

第４条第３項第４号に該当する場

合(同項第１号から第３号までの

いずれかに該当する場合を除

く。)にあっては、家屋に係る投

下資本額の１００分の１０以内の

額 

                 」 

「 

新規雇用従業員３０人を上限と

し、１人につき１，１００千円

(新規雇用従業員が女性の場合

にあっては、１人につき１，３００

千円)の範囲内で次に掲げる額 

（１）１年以上２年未満の継続し

た雇用期間がある場合 新規

雇用従業員１人につき３００

千円(新規雇用従業員が女性

の場合にあっては、１人につ

３９，０００千円 

を 同表中 
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き４００千円) 

（２）２年以上３年未満の継続し

た雇用期間がある場合 新規

雇用従業員１人につき３００

千円(新規雇用従業員が女性

の場合にあっては、１人につ

き４００千円) 

（３）３年以上の継続した雇用期

間がある場合 新規雇用従業

員１人につき５００千円 

                                   」 

「 

助成金の対象となる新規雇用従業

員を１年以上継続して雇用してい

る場合にあっては、当該従業員３０

人を上限とし、１人につき６００

千円 

１８，０００千円 

新規雇用従業員を３年以上継続し

て雇用している場合にあっては、

当該従業員３０人を上限とし、１

人につき５００千円(新規雇用従

業員が女性の場合にあっては、１

人につき７００千円) 

２１，０００千円 

                              」 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

(経過措置） 

２ この条例の施行の日前に第５条第１項の立地計画を提出した者に対する奨励措

置については、なお従前の例による。 

 

に改める。 



７０ 

提案の理由 

本市の産業集積基盤の強化及び持続可能な都市経営に資するとともに、次代の

産業を見据えた戦略的な企業誘致を行うため、重点リーディング産業及び増設の

定義に係る規定の改正、本社移転加算金に係る規定の削除並びに奨励措置を受け

るための要件、奨励金の算定基準及び限度額並びに本条例の効力に係る規定の改

正その他所要の改正をいたしたく提案するものである。 
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議案第３１号関係資料 

 

相模原市産業集積促進条例の改正の概要  

 

１ 改正の内容 

（１）重点リーディング産業及び増設の定義に係る規定の改正(第２条関係) 

  ア 本市経済を牽
けん

引し、強固な産業集積基盤の形成を更に推し進める産業とし

て定めるリーディング産業のうち、重点的に立地の促進を強化する産業とし

て定めていた重点リーディング産業を廃止し、定義を削除するもの 

イ 工業系地区計画区域(都市計画法(昭和４３年法律第１００号)第１２条の

５第１項に規定する地区計画の区域であって工業の用に供するために定めた

区域のうち規則で定めるものをいう。以下同じ。)内に事業所を有する企業

等が当該事業所の敷地において工場等の新築等を行い、当該工場等において

操業を開始することを増設の定義から削除するもの 

（２）本社移転加算金に係る規定の削除(第３条及び別表関係) 

立地とともに本社を市外から市内へ移転した場合に交付を受けることができ

る本社移転加算金を廃止するもの 

（３）奨励措置を受けるための要件に係る規定の改正(第４条関係） 

ア 土地取得奨励金の交付を受ける場合の要件について、次に掲げる要件を追

加するもの 

（ア）新設又は既存事業所活用をするとともに本社を市外から市内へ移転する

こと(当該移転が当該企業等の本社機能に関わる勤務者の新たに市内に設

置した本社への異動を伴わない場合その他規則で定める場合を除く。)。 

（イ）市内に工場等を有しない市外の企業等が、初めて市内で新設又は既存事

業所活用をすること。 

イ 建物建設奨励金の交付を受ける場合の要件について、次に掲げる要件を追

加するとともに、工業系地区計画区域内に事業所を有する企業等(企業グル

ープにおける複数法人にあっては、１以上の法人が工業系地区計画区域内に

事業所を有するもの)による立地であることとする要件を削除するもの 

（ア）立地をするとともに本社を市外から市内へ移転すること(当該移転が当

該企業等の本社機能に関わる勤務者の新たに市内に設置した本社への異動



７２ 

を伴わない場合その他規則で定める場合を除く。)。 

（イ）市内に工場等を有しない市外の企業等が、初めて市内で立地をすること。 

ウ 雇用奨励金の交付を受ける場合の要件について、次に掲げる要件のいずれ

かを満たさなければならないこととするもの 

（ア）新規雇用従業員を１年以上(大企業又は企業グループにおける複数法人

の１以上の法人が大企業の場合にあっては、６人以上の新規雇用従業員を

１年以上)継続して雇用し、当該従業員を対象労働者とする雇用保険法施

行規則(昭和５０年労働省令第３号)第１１０条第１１項に規定する助成金

(以下「助成金」という。)を支給されていること。 

（イ）新規雇用従業員を３年以上(大企業又は企業グループにおける複数法人

の１以上の法人が大企業の場合にあっては、６人以上の新規雇用従業員を

３年以上)継続して雇用していること。 

（４）奨励金の算定基準及び限度額に係る規定の改正(別表関係) 

ア 土地取得奨励金及び建物建設奨励金の算定基準について、次に掲げる額を

合算した額を加えるもの 

（ア）リーディング産業に関する製品を製造し、又は製品等の開発に係る研究 

を行うための立地(土地取得奨励金については、増設を除く。)をする場合

にあっては、土地又は家屋に係る投下資本額の１００分の２０以内の額 

（イ）１(３)ア(ア)又はイ(ア)に該当する場合にあっては、土地又は家屋に係

る投下資本額の１００分の１０以内の額 

（ウ）１(３)ア(イ)又はイ(イ)に該当する場合にあっては、土地又は家屋に係

る投下資本額の１００分の１０以内の額 

イ 雇用奨励金の算定基準及び限度額について、次に掲げるとおりとするもの 

（ア）助成金の対象となる新規雇用従業員を１年以上継続して雇用している場

合にあっては、当該従業員３０人を上限として、１人につき６０万円を交

付し、限度額を１，８００万円とするもの 

（イ）新規雇用従業員を３年以上継続して雇用している場合にあっては、当該

従業員３０人を上限として、１人につき５０万円(新規雇用従業員が女性

の場合にあっては、１人につき７０万円)を交付し、限度額を２，１００

万円とするもの 

（５）条例の効力に係る規定の改正(附則第２項関係) 
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   従前の令和２年３月３１日までの効力を令和７年３月３１日まで５年間延長

するもの 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和２年４月１日 

（２）経過措置 

   令和２年４月１日より前に立地計画を提出した者に対する奨励措置について

は、なお従前の例によることとするもの 
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 議案第３２号 

 

相模原市立勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例について 

相模原市立勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。 

 

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例 

相模原市立勤労者総合福祉センター条例(平成１５年相模原市条例第４６号)の一

部を次のように改正する。 

              「 

１０，５５０円 

２１，１００円 

５，９５０円 

１１，９００円 

５，３００円 

５，３００円 

５，３００円 

５，３００円 

２，３００円 

４，６００円 

６，７００円 

８，８００円 

」 

「 

１３，７００円 

２７，４００円 

別表第１第１項第１号の表中 を 
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７，７００円 

１５，４００円 

６，８００円 

６，８００円 

５，５００円 

６，８００円 

２，７５０円 

５，５００円 

６，９００円 

１１，４００円 

                 」 

グ室の項中「３１０円」を「２６０円」に改める。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ 改正後の別表第１第１項第１号の規定は、令和３年４月１日以後の利用に係る

料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

勤労者総合福祉センターの利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案するもの

である。 

に改め、別表第１第２項の表トレーニン 
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議案第３２号関係資料 

 

   相模原市立勤労者総合福祉センター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立勤労者総合福祉センターの利用に係る料金の規定の改正(別表第１

関係) 

（１）施設の専用利用に係る基本利用料金 

区分 

１日 

(午前９時～午後１０時) 

現行 改正後 

多目的室 

 

１／２ １０，５５０円 １３，７００円 

全面 ２１，１００円 ２７，４００円 

第１研修室 

 

１／２ ５，９５０円 ７，７００円 

全面 １１，９００円 １５，４００円 

第２研修室 ５，３００円 ６，８００円 

第１会議室 ５，３００円 ６，８００円 

第２会議室 ５，３００円 ５，５００円 

工芸室 ５，３００円 ６，８００円 

教養文化室 １／２ ２，３００円 ２，７５０円 

全面 ４，６００円 ５，５００円 

音楽練習室 ６，７００円 ６，９００円 

リハーサル室 ８，８００円 １１，４００円 

（２）施設の個人利用料金 

区分 

１日 

(午前９時～午後１０時) 

現行 改正後 

トレーニング室 大人 ３１０円 ２６０円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 
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   令和２年１０月１日 

（２）経過措置 

１(１)に係る規定は、令和３年４月１日以後の利用に係る料金について適用

し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 
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 議案第３３号 

 

相模原市立相模の大凧センター条例の一部を改正する条例について 

相模原市立相模の大凧センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立相模の大凧センター条例の一部を改正する条例 

相模原市立相模の大凧センター条例(平成１４年相模原市条例第５１号)の一部を

次のように改正する。 

第２条中「はぐくみ」を「育み」に改める。 

別表第１項の表工作室の項中「７，３００円」を「７，４００円」に改める。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。   

 (経過措置) 

２ 改正後の別表第１項の規定は、令和３年４月１日以後の利用に係る料金につい

て適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う相模原市立相

模の大凧センターの利用に係る料金の規定の改正その他所要の改正をいたしたく

提案するものである。 
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議案第３３号関係資料 

 

   相模原市立相模の大凧センター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立相模の大凧センターの利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

基本利用料金 

   利用単位 

室名  

１日 

(９時～２２時) 

現行 改正後 

工作室 ７，３００円 ７，４００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和２年１０月１日 

（２）経過措置 

１に係る規定は、令和３年４月１日以後の利用に係る料金について適用し、

同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 
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 議案第３４号 

 

相模原市立環境情報センター条例の一部を改正する条例について 

相模原市立環境情報センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立環境情報センター条例の一部を改正する条例 

相模原市立環境情報センター条例(平成１７年相模原市条例第１２６号)の一部を

次のように改正する。 

別表第１項の表学習室の項中「５，７００円」を「５，９００円」に改める。        

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。   

 (経過措置) 

２ 改正後の別表第１項の規定は、令和３年１月１日以後の利用に係る料金につい

て適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

環境情報センターの利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案するものである。 
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議案第３４号関係資料 

 

   相模原市立環境情報センター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立環境情報センターの利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

  基本利用料金  

区分 
１日(午前９時から午後１０時まで) 

現行 改正後 

学習室 ５，７００円 ５，９００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和２年１０月１日 

（２）経過措置 

１に係る規定は、令和３年１月１日以後の利用に係る料金について適用し、

同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 
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 議案第３５号 

 

相模原市立相模川ふれあい科学館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立相模川ふれあい科学館条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立相模川ふれあい科学館条例の一部を改正する条例 

相模原市立相模川ふれあい科学館条例(昭和６２年相模原市条例第１０号)の一部

を次のように改正する。 

第２条第１項中「はぐくみ」を「育み」に改める。 

別表個人の項中「３９０円」を「４５０円」に、「１３０円」を「１５０円」に

改め、同表団体(２０人以上)の項中「３１０円」を「３６０円」に、「１００円」

を「１２０円」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和２年１０月１日から施行する。   

  

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う相模原市立相

模川ふれあい科学館の利用に係る料金の規定の改正その他所要の改正をいたした

く提案するものである。 
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議案第３５号関係資料 

 

   相模原市立相模川ふれあい科学館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立相模川ふれあい科学館の利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

区分 
大人 小人 

現行 改正後 現行 改正後 

個人 ３９０円 ４５０円 １３０円 １５０円 

団体(２０人以上) １人につき 

３１０円 

１人につき 

３６０円 

１人につき

１００円 

１人につき 

１２０円 

２ 施行期日 

  令和２年１０月１日 
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議案第３６号   

 

相模原市都市公園条例の一部を改正する条例について 

相模原市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

  

相模原市都市公園条例の一部を改正する条例 

相模原市都市公園条例(昭和４５年相模原市条例第１１号)の一部を次のように改

正する。 

第１条中「を定める」の次に「ものとする」を加える。 

第６条の３第１項中「、動物広場、スポーツ広場及びニュースポーツ広場」を

「及び動物広場」に改める。 

第１４条第２項中「使用料」の次に「(法第６条第１項又は第３項の許可に係る

使用料を除く。)」を加え、「又は長さ」及び「とし、利用の長さが１メートル未

満であるとき又はその長さに１メートル未満の端数があるときは、１メートル」を

削る。 

別表第１の２相模台公園の項の次に次のように加える。 

緑が丘２丁目公園 スポーツ広場 

下溝古山公園 スポーツ広場 

深堀中央公園 スポーツ広場 

別表第１の２相模原麻溝公園の項中「グラウンド」の次に「、スポーツ広場」を

加え、同表下溝古山公園の項を次のように改める。 

内出公園 スポーツ広場 

別表第１の２深堀中央公園の項を削り、同表相模原北公園の項中「スポーツ広場

夜間照明施設」を「スポーツ広場」に改め、同表小山公園の項中「スポーツ広場夜

間照明施設、ニュースポーツ広場夜間照明施設」を「スポーツ広場、ニュースポー

ツ広場」に改める。 

別表第２第３項中「よる。」の次に「この場合において、表示面積、占用面積若
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しくは占用物件の面積若しくは長さが０．０１平方メートル若しくは０．０１メー

トル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに０．０１平方メートル若し

くは０．０１メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその

端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。」を加える。 

別表第２第５項第１号中「運動施設」を「運動施設等」に改め、同号の表中 

「       「 

4,200 円  5,400 円  

21,400 円  27,000 円  

42,900 円  54,000 円  

4,200 円  5,400 円  

5,200 円  6,700 円   

7,800 円 
を 

10,000 円 
 に改め、同表グラウンドの項の次に次のように加 

2,600 円 3,300 円 

13,000 円   16,500 円  

2,600 円  3,300 円  

2,600 円  3,300 円  

13,000 円  16,500 円  

2,600 円  3,300 円  

      」       」 

える。 

 

 

 

 

 

スポー

ツ広場 

相模原麻

溝公園 

相模原北

公園 

小山公園 

半 面 
市 民 

2 時間につき 

2,300 円 

市 民 以 外 の も の 11,500 円 

全 面 

市 民 4,600 円 

市 民 以 外 の も の 23,000 円 

下溝古山

公園 

深堀中央

公園 

半 面 
市 民 

2 時間につき 

500 円 

市 民 以 外 の も の 2,500 円 

全 面 
市 民 1,000 円 

市 民 以 外 の も の 5,000 円 
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 緑が丘２

丁目公園

内出公園 

１ 面 

市 民 

2 時間につき 

500 円 

市 民 以 外 の も の 2,500 円 

ニュースポーツ

広場 

大 人 
１回 

220 円 

小 人 110 円 

 別表第２第５項第１号の表中 

「 

多目的グラウンド 

半面利用 
市 民 

2 時間につき 

2,100 円  

市 民 以 外 の も の 8,400 円  

全面利用 
市 民 4,200 円  

市 民 以 外 の も の 16,800 円  

ゲートボール場 １ 面 
市 民 

2 時間につき 
200 円  

市 民 以 外 の も の 600 円  

屋外水泳プール 

専 用 利 用 

2 時間につき 

8,000 円  

一般利用 
大 人 200 円  

小 人 100 円  

                                        」 

を 

「 

多目的グラウンド 

半 面 
市 民 

2 時間につき 

2,300 円 

市 民 以 外 の も の 9,200 円 

全 面 
市 民 4,600 円 

市 民 以 外 の も の 18,400 円 
  

ゲートボール場 １ 面 
市 民 

2 時間につき 
160 円 

市 民 以 外 の も の 480 円 

屋外水泳プール 
大 人 

2 時間につき 
220 円 

小 人 110 円 

                                     」 

に改め、同表備考２中「野球場、軟式野球場、少年野球・ソフトボール場、テニス
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場及びグラウンドの」を削り、同表中備考３を削り、備考４を備考３とし、備考５

を備考４とし、同項第２号の表小山公園ニュースポーツ広場夜間照明施設の項を次

のように改める。 

 別表第２第５項第２号の表備考４の次に次のように加える。 

  ５ 小人とは中学生以下の者をいう。 

「        「 

別表第４第１項の表中 

62,400 円 

を 

81,000 円 

に、 

156,000 円 202,500 円 

260 円 320 円 

130 円 160 円 

1,300 円 1,600 円 

45,500 円 59,100 円 

113,700 円 147,700 円 

260 円 320 円 

130 円 160 円 

1,300 円 1,600 円 

」         」 

「        「 

 157,500 円 

を 

184,500 円 

 に、 
 191,300 円 223,900 円 

 315,000 円 369,000 円 

 382,500 円 447,750 円 

       」        」 

「 

 早朝(6 時 30 分

～8 時 30 分) 
28,000 円 

  

 

 

 

 夜間 A(20 時 30 14,000 円   

ニュースポーツ広場夜間照明施設 １人１回

につき 

大 人 200 円 

小 人 100 円 
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市 民 
分～21 時 30 分)    

夜間 B(21 時 45

分～22 時 45 分) 
14,000 円 

  

 

 夜間 C(23 時～ 

24 時) 
14,000 円 

  

 
 を 

 早朝(6 時 30 分

～8 時 30 分) 
34,000 円 

 

 

 夜間 A(20 時 30

分～21 時 30 分) 
17,000 円 

  

市 民 以 外 の も の 
 

夜間 B(21 時 45

分～22 時 45 分) 
17,000 円 

  

  

 夜間 C(23 時～ 

24 時) 
17,000 円 

  

                         」 

「 

市 民 
1 時間につき 

16,400 円 
 に改め、同表備考４中 

市 民 以 外 の も の 19,900 円 

                         」 

「、アイススケート場の特別専用利用については」及び「とし、その他について

は、この表に掲げる額に１０パーセントを乗じて得た額」を削り、別表第４第２項

の表動物広場ポニー乗馬場の項中「１００円」を「１３０円」に改め、別表第４第

３項の表備考３中「中淵野辺公園水泳プールの項に掲げる額に５パーセントを乗じ

て得た」を「に掲げる額の３０分相当額を１．２倍した」に、「に１０パーセント

を乗じて得た」を「の１時間相当額を１．２倍した」に改める。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。ただし、第１条、第１４条第

２項及び別表第２第３項の改正規定並びに別表第２第５項第１号の改正規定(ゲ

ートボール場に係る部分に限る。)並びに附則第２項及び第４項の規定は、令和

２年４月１日から施行する。 
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 (経過措置) 

２ 改正後の第１４条第２項及び別表第２第３項の規定は、令和２年４月１日以後

に開始する占用に係る占用料の額について適用し、同日前に許可を受け、同日に

おいて現に占用を継続しているものの占用料の額については、なお従前の例によ

る。 

３ 改正後の別表第２第５項第１号(ニュースポーツ広場、ゲートボール場及び屋

外水泳プールに係る部分を除く。)及び別表第４第１項(一般利用に係る部分を除

く。)の規定は、令和３年４月１日以後の利用に係る使用料及び料金について適

用し、同日前の利用に係る使用料及び料金については、なお従前の例による。 

４ 改正後の別表第２第５項第１号(ゲートボール場に係る部分に限る。)の規定

は、令和２年１０月１日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用

に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う有料公園施設

の種類に係る規定並びに都市公園の利用に係る使用料及び料金に係る規定の改正、

都市公園の占用許可に係る占用面積等の計算に係る規定の改正その他所要の改正

をいたしたく提案するものである。 

  



９０ 

議案第３６号関係資料 

 

   相模原市都市公園条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）有料公園施設の種類に係る規定の改正(別表第１の２関係) 

   緑が丘２丁目公園スポーツ広場、下溝古山公園スポーツ広場、深堀中央公園

スポーツ広場、相模原麻溝公園スポーツ広場、内出公園スポーツ広場、相模原

北公園スポーツ広場並びに小山公園スポーツ広場及びニュースポーツ広場につ

いて、市が管理する公園施設であって有料で利用させるもの(以下「有料公園

施設」という。)として位置付けるもの 

（２）都市公園の占用、有料公園施設の利用等に係る使用料に係る規定の改正(別

表第２関係) 

  ア 都市公園の占用許可による使用料 

    表示面積、占用面積又は占用物件の面積若しくは長さの算定の際の端数処

理を精緻化するもの 

イ 運動施設等の使用料 

種類 単位 
金額 

現行 改正後 

野
球
場 

横山公園 専用利用 入場料等

を徴収し

ない場合 

市民 ２時間

につき 

4,200円 5,400円

市民以外

のもの 
21,400円 27,000円

入場料等を徴収す

る場合 
42,900円 54,000円

一般利用 １回 4,200円 5,400円

相模湖林

間公園 

市民 ２時間

につき 

5,200円 6,700円

市民以外のもの 7,800円 10,000円

軟式野球場 専用利用 市民 ２時間

につき 

2,600円 3,300円

市民以外のもの 13,000円 16,500円

一般利用 １回 2,600円 3,300円

少年野球・ソ 専用利用 市民 ２時間 2,600円 3,300円
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フトボール場 市民以外のもの につき 13,000円 16,500円

一般利用 １回 2,600円 3,300円

ス
ポ
ー
ツ
広
場 

相模原麻

溝公園 

相模原北

公園 

小山公園 

半面 市民 ２時間

につき 

新設 2,300円

市民以外のもの 新設 11,500円

全面 市民 新設 4,600円

市民以外のもの 
新設 23,000円

下溝古山

公園 

深堀中央

公園 

半面 市民 ２時間

につき 

新設 500円

市民以外のもの 新設 2,500円

全面 市民 新設 1,000円

市民以外のもの 新設 5,000円

緑が丘２

丁目公園 

内出公園 

１面 市民 ２時間

につき 

新設 500円

市民以外のもの 新設 2,500円

ニュースポー

ツ広場 

大人 １回 新設 220円

小人 新設 110円

多目的グラウ

ンド 

半面 市民 ２時間

につき 

2,100円 2,300円

市民以外のもの 8,400円 9,200円

全面 市民 4,200円 4,600円

市民以外のもの 16,800円 18,400円

ゲートボール

場 

１面 市民 ２時間

につき 

200円 160円

市民以外のもの 600円 480円

屋外水泳プー

ル 

専用利用 ２時間

につき 

8,000円 － 

大人 200円 220円

小人 100円 110円

  ウ 附属する施設の使用料 

種類 単位 
金額 

現行 改正後 

ニュースポーツ広

場夜間照明施設 

１人１回につき 大人 
200円

200円

小人 100円

（３）有料公園施設の利用に係る料金に係る規定の改正(別表第４関係) 
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  ア 運動施設の利用料金 

種
類 

単位 
金額 

現行 改正後 

競
技
場 

専用利用 市民 １日 

(8 時 30 分～

20 時 30 分) 

62,400円 81,000円 

市民以外のもの 156,000円 202,500円 

一般利用 個人 大人 １回 260円 320円 

小人 130円 160円 

団体 ２０人ま

でごと 
1,300円 1,600円 

第
２
競
技
場 

専用利用 市民 １日 

(8 時 30 分～

18 時 30 分) 

45,500円 59,100円 

市民以外のもの 113,700円 147,700円 

一般利用 個人 大人 １回 260円 320円 

小人 130円 160円 

団体 ２０人ま

でごと 
1,300円 1,600円 

ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場 
専用利用 入場料

等を徴

収しな

い場合 

市民 １日 

(9 時～20 時

15 分) 

157,500円 184,500円 

市民以外

のもの 
191,300円 223,900円 

入場料

等を徴 

収する

場合 

市民 
315,000円 369,000円 

市民以外

のもの 
382,500円 447,750円 

特別専用

利用 

市民 １時間につき 14,000円 16,400円 

市民以外のもの 17,000円 19,900円 

イ 教養施設の利用料金 

種類 単位 
金額 

現行 改正後 

動物広場ポニー乗馬場 乗馬１回 100円 130円 
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２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和２年１０月１日。ただし、１(２)ア及びイ(ゲートボール場に係る部分

に限る。)並びに２(２)ア及びウに係る規定は、令和２年４月１日 

（２）経過措置 

ア １(２)アに係る規定は、令和２年４月１日以後に開始する占用に係る占用

料の額について適用し、同日前に許可を受け、同日において現に占用を継続

しているものの占用料の額については、なお従前の例によることとするもの 

イ １(２)イ(ニュースポーツ広場、ゲートボール場及び屋外水泳プールに係

る部分を除く。)及び(３)ア(一般利用に係る部分を除く。)に係る規定は、

令和３年４月１日以後の利用に係る使用料及び料金について適用し、同日前

の利用に係る使用料及び料金については、なお従前の例によることとするも

の 

ウ １(２)イ(ゲートボール場に係る部分に限る。)に係る規定は、令和２年１０

月１日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料

については、なお従前の例によることとするもの 
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 議案第３７号 

 

相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の

一部を改正する条例について 

相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の一部を改

正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の

一部を改正する条例 

相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例(昭和４７

年相模原市条例第１２号)の一部を次のように改正する。 

別表第１中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１(第４５条関係) 

種 

別 
区分 手数料の額 

家

庭

系

廃

棄

物 

し尿 （１）人員によるもの(世帯人員１

人当たり月３６リットル以下の

場合に限る。) 

１人につき 月額 ２８０円 

（２）従量によるもの((１)により

がたい場合) 

３６リットルにつき ２８０

円 

浄化槽汚泥等 市が収集し、及び

運搬するとき。 

３６リットルにつき ２２０円 

特定家庭用機器

廃棄物(特定家 

市が収集し、及び

運搬するとき。 

１個につき ２，５００円 
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庭用機器再商品

化法(平成１０

年 法 律 第 ９ ７

号)に規定する

当該特定家庭用

機器廃棄物の再

商品化等に必要

な料金を支払済

み の も の に 限

る。) 

  

 

 

 

市長の指定する施

設へ搬入すると

き。 

 

１個につき １，６００円 

 

 

 

 

粗大ごみ 市が収集し、運搬

し、及び処分する

とき。 

１０キログラムにつき４００円を基

準として品目別に規則で定める額 

 

市長の指定する施

設へ搬入すると

き。 

（１）スプリング付きベッドマット

レスの場合 

１個につき２，３００円に１０

キログラムにつき１９０円を加

算した額 

（２）(１)以外の場合 

１０キログラムにつき １９０

 円 

上記以外の廃棄

物 

一時に１００キロ

グラム以上のもの

を市が収集し、運

搬し、及び処分す

るとき。 

１０キログラムにつき ４００円 

市長の指定する一

般廃棄物処理施設

等へ搬入すると

き。 

１０キログラムにつき １９０円 

事 し尿 ３６リットルにつき ３２０円 
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業

系

一

般

廃

棄

物 

 

浄化槽汚泥等 市が収集し、及び

運搬するとき。 

３６リットルにつき ２９０円 

上記以外の廃棄

物 

 

市長の指定する一

般廃棄物処理施設

等へ搬入すると

き。 

１０キログラムにつき ２６０円 

動

物

の

死

体 

市長の指定する一般廃棄物処理施設

等へ搬入するとき。 

１体につき ３，５００円 

 別表第２中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２(第４６条関係) 

 区分 費用の額 

市長の指定する一般廃棄物処理施設へ搬

入するとき。 

１０キログラムにつき ２６０円 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。   

 (経過措置) 

２  改正後の別表第１(特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成

１０年法律第９７号)に規定する当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要

な料金を支払済みのものに限る。)のうち市が収集し、及び運搬するもの並びに

粗大ごみのうち市が収集し、運搬し、及び処分するものに係る部分に限る。)の

規定は、この条例の施行の日以後に市が収集、運搬及び処分の申込みを受けたも

のについて適用し、同日前に市が収集、運搬及び処分の申込みを受けたものにつ

いては、なお従前の例による。 

 

提案の理由 
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  受益と負担の適正化、ごみの発生及び排出の抑制による減量化及び資源化の推

進並びに最終処分場の延命化を図るため、一般廃棄物等処理手数料の規定の改正

その他所要の改正をいたしたく提案するものである。 
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議案第３７号関係資料 

 

   相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の 

改正の概要 

 

１ 改正の内容 

一般廃棄物等処理手数料の規定の改正(別表第１及び別表第２関係) 

（１）ごみ処理手数料 

区分 現行 改正後 

特定家庭用機

器廃棄物(家

電リサイクル

法品目)※ 

収集及び運搬 
１個につき 1,950円 １個につき 2,500円 

搬入 
１個につき 1,300円 １個につき 1,600円 

粗大ごみ 収集、運搬及

び処分 

10kgにつき320円を基準

として品目別に規則で

設定(１個につき) 

10kgにつき400円を基準

として品目別に規則で

設定(１個につき) 

搬入 

新設 

(１)スプリング付きベ

ッドマットレスの場

合 

１個につき2,300円

に10kgにつき190円を

加算した額 

10kgにつき 150円 
(２)(１)以外の場合 

10kgにつき 190円 

上記以外の家

庭系廃棄物 

収集、運搬及

び処分(100kg

以上) 

10kgにつき 320円 10kgにつき 400円 

搬入 10㎏につき 150円 

(100kg以上) 
10kgにつき 190円 

事業系一般廃棄物の搬入 

 
10kgにつき 230円 10kgにつき 260円 
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動物の死体の搬入 

 
新設 1体につき 3,500円 

産業廃棄物の搬入 

 
10kgにつき 230円 10kgにつき 260円 

  ※ 特定家庭用機器廃棄物(家電リサイクル法品目)とは、特定家庭用機器再商

品化法(平成１０年法律第９７号)第２条第５項に規定する特定家庭用機器廃

棄物のうち、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な料金を支払済

みのものをいう。 

（２）し尿等処理手数料 

  ア し尿 

区分 現行 改正後 

家庭系し尿 

 

(世帯人員１人当たり月36リット

ル以下の場合) 

１人につき月額 

220円 280円 

(人員によりがたい場合) 

36リットルにつき 
220円 280円 

事業系し尿 

 

36リットルにつき 
250円 320円 

  イ 浄化槽汚泥等(収集及び運搬) 

区分 現行 改正後 

家庭系浄化

槽汚泥等 

36リットルにつき 
170円 220円 

事業系浄化

槽汚泥等 

36リットルにつき 
230円 290円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和２年１０月１日   

（２）経過措置 

   １(１)(特定家庭用機器廃棄物(家電リサイクル法品目)のうち市が収集し、

及び運搬するもの並びに粗大ごみのうち市が収集し、運搬し、及び処分するも

のに係る部分に限る。)に係る規定は、この条例の施行の日以後に市が収集、
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運搬及び処分の申込みを受けたものについて適用し、同日前に市が収集、運搬

及び処分の申込みを受けたものについては、なお従前の例によることとするも

の 

 



１０１ 

議案第３８号  

 

相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について 

相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例 

相模原市市営住宅条例(平成９年相模原市条例第１９号)の一部を次のように改正

する。 

 第６条第１項第１号中「予約者」の次に「及び事実上親族と同様の事情にある者

として規則で定めるもの」を加える。 

 第１２条第１項第１号中「独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の

収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人１人の連署する」を削り、同条

中第３項を削り、第４項を第３項とする。 

 第１３条第３号中「前条第４項」を「前条第３項」に改める。 

 第４６条第３項中「年５分の割合」を「法定利率」に改める。 

 別表第１号の表仲町第１団地の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

提案の理由 

性的少数者とそのパートナー等が入居できることとするための入居者資格に係

る規定の改正、単身高齢者の増加等を踏まえた入居の手続に係る規定の改正、民

法の一部を改正する法律(平成２９年法律第４４号)による民法(明治２９年法律

第８９号)の改正に伴う不正な行為がある場合等の明渡請求に係る規定の改正及

び仲町第１団地の廃止をいたしたく提案するものである。 
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議案第３８号関係資料(その１) 

 

  相模原市市営住宅条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）入居者資格に係る規定の改正(第６条関係) 

公営住宅に入居することができる親族に、事実上親族と同様の事情にある者

として規則で定めるものを含めることとするもの 

（２）入居の手続に係る規定の改正(第１２条関係) 

   入居決定者が提出する請書において、連帯保証人の連署を不要とするもの 

（３）不正な行為がある場合等の明渡請求に係る規定の改正(第４６条関係) 

   入居者に対して公営住宅の明渡しの請求をした場合における支払利息につい

て、法定利率によることとするもの 

（４）市営住宅の廃止(別表関係) 

   仲町第１団地を廃止するもの 

２ 施行期日 

令和２年４月１日 
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議案第３８号関係資料(その２) 

 

 

案 内 図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

施設の概要 

 位  置 相模原市緑区中野５８５番地 

建設年度 昭和３５年度 

戸  数 １戸 

敷地面積 ５９０．７４㎡ 

仲町第１団地 

森戸団地 

津久井総合事務所 

中野中学校 上町団地 

中野小学校 里之上団地 

仲町第２団地 

仲町第３団地 

仲町第４団地 中 野 
太 井 

三 井 

根小屋 

津久井湖 
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議案第３９号  

 

相模原都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業の施

行に関する条例の一部を改正する条例について 

相模原都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業の施行に関す

る条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和２年２月１３日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業の施

行に関する条例の一部を改正する条例 

 相模原都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業の施行に関す

る条例(平成２６年相模原市条例第４３号)の一部を次のように改正する。 

第３６条第２項中「年６パーセント」を「法第１０３条第４項後段の規定による

換地処分の公告があった日の翌日における財政融資資金(財政融資資金法(昭和２６

年法律第１００号)第２条の財政融資資金をいう。)の貸付金利のうち、次の各号に

掲げる条件による貸付金に適用される金利と同一の利率(当該利率が同日における

法定利率を超えるときは、法定利率)」に改め、同項に次の各号を加える。 

（１）貸付期間が５年以内でその全期間において利率が一定であること。 

（２）据置期間を置かないこと。 

（３）償還方法が元金均等年賦償還であること。 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

提案の理由 

民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成３０年

政令第１８３号)による土地区画整理法施行令(昭和３０年政令第４７号)の改正

に伴い、清算金を分割徴収する場合における当該清算金に付すべき利子の利率に
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係る規定を改正いたしたく提案するものである。 
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議案第４０号  

 

相模原市道路構造条例の一部を改正する条例について 

相模原市道路構造条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市道路構造条例の一部を改正する条例 

相模原市道路構造条例(平成２４年相模原市条例第９９号)の一部を次のように改

正する。 

 第４条第１項中第７号を第８号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り下げ、

第２号の次に次の１号を加える。 

（３）自転車通行帯 

 第４条第５項中「の車道」の次に「(自転車通行帯を除く。)」を加え、同項ただ

し書中「第３３条」を「第３４条」に改める。 

 第６条第２項中「副道」の次に「(自転車通行帯を除く。)」を加える。 

 第４４条第４項中「第１１条まで、第１３条から第４１条まで及び第４２条第１

項」を「第１２条まで、第１４条から第４２条まで及び第４３条第１項」に改め、

同条を第４５条とする。 

 第４３条第５項中「第４１条」を「第４２条」に、「第１２条」を「第１３条」

に改め、同条を第４４条とする。 

 第４２条第１項中「第９条第３項」の次に「、第１０条第３項」を加え、「第

１０条第２項」を「第１１条第２項」に、「第１１条第３項」を「第１２条第３

項」に、「第１３条第２項」を「第１４条第２項」に、「第１６条から第２３条」を

「第１７条から第２４条」に、「第２４条第３項」を「第２５条第３項」に、「第

２６条」を「第２７条」に改め、同条第２項中「第９条第３項」の次に「、第１０

条第３項」を加え、「第１０条第２項」を「第１１条第２項」に、「第１１条第３

項」を「第１２条第３項」に、「第１３条第２項」を「第１４条第２項」に、「第

２０条第１項、第２２条第２項、第２４条第３項」を「第２１条第１項、第２３条
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第２項、第２５条第３項」に、「第４４条第１項」を「第４５条第１項」に改め、

同条を第４３条とする。 

 第４１条中「第８条第１項」の次に「、第１０条第１項及び第２項」を加え、

「第１０条第３項、第１１条第１項」を「第１１条第３項、第１２条第１項」に、

「第１３条第１項、第１４条第１項、第１７条、第１８条、第１９条第１項、第２１

条、第２３条第２項、第２４条第３項」を「第１４条第１項、第１５条第１項、第

１８条、第１９条、第２０条第１項、第２２条、第２４条第２項、第２５条第３

項」に、「第２８条第３項、第３１条並びに第３３条」を「第２９条第３項、第３２

条並びに第３４条」に改め、同条を第４２条とする。 

 第４０条中「第１４条、第１５条、第２５条、第２７条、第３２条、第３６条及

び第３７条」を「第１５条、第１６条、第２６条、第２８条、第３３条、第３７条

及び第３８条」に改め、同条を第４１条とする。 

 第３９条を第４０条とし、第３０条から第３８条までを１条ずつ繰り下げる。 

 第２９条第４項中「第１４条、第１６条、第１７条、第１９条から第２１条まで、

第２３条及び第２６条」を「第１５条、第１７条、第１８条、第２０条から第２２

条まで、第２４条及び第２７条」に改め、同条を第３０条とする。 

 第２８条を第２９条とし、第１６条から第２７条までを１条ずつ繰り下げる。 

 第１５条ただし書中「第３３条」を「第３４条」に改め、同条を第１６条とする。 

 第１４条を第１５条とし、第１３条を第１４条とし、第１２条を第１３条とする。 

第１１条第１項中「又は自転車道」を「、自転車道を設ける第３種の道路又は自

転車通行帯」に改め、同条を第１２条とする。 

 第１０条第１項中「自転車道」の次に「又は自転車通行帯」を加え、同条を第１１

条とする。 

 第９条第１項中「又は第４種の道路」を「(第４級及び第５級を除く。次項にお

いて同じ。)又は第４種(第３級及び第４級を除く。同項において同じ。)の道路で

設計速度が１時間につき６０キロメートル以上であるもの」に改め、同条第２項中

「道路(」を「道路で設計速度が１時間につき６０キロメートル以上であるもの(」

に改め、同条を第１０条とし、第８条の次に次の１条を加える。 

 (自転車通行帯) 

第９条 自動車及び自転車の交通量が多い第３種又は第４種の道路(自転車道を設

ける道路を除く。)には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあっては、停車
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帯の右側。次項において同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りで

ない。 

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種の道路又は自動車及び歩行者の交

通量が多い第３種若しくは第４種の道路(自転車道を設ける道路及び前項に規定

する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分

離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるもの

とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合におい

ては、この限りでない。 

３ 自転車通行帯の幅員は、１．５メートル以上とするものとする。ただし、地形

の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、１メートルまで

縮小することができる。 

４ 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるもの

とする。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 (相模原市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の

一部改正) 

２ 相模原市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例

(平成２４年相模原市条例第１００号)の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「第１１条第３項」を「第１２条第３項」に改め、同条第２項

中「第１０条第２項」を「第１１条第２項」に改める。 

 

提案の理由 

道路構造令の一部を改正する政令(平成３１年政令第１５７号)による道路構造

令(昭和４５年政令第３２０号)の改正を踏まえ、自転車通行帯に係る規定の追加

及び自転車道に係る規定の改正をいたしたく提案するものである。 
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議案第４０号関係資料 

 

  相模原市道路構造条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）自転車通行帯に係る規定の追加(第９条関係) 

  ア 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合を除き、自動車及

び自転車の交通量が多い自転車道を設けない県道及び市道には、車道の左端

寄り(停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。イにおいて同じ。)に

自転車通行帯を設けることとするもの 

  イ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合を除き、自転車の

交通量が多い又は自動車及び歩行者の交通量が多い自転車道を設けないア以

外の県道及び市道には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を

分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設け

ることとするもの 

  ウ 自転車通行帯の幅員は、１．５メートル以上とすることとし、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、１メートルまで縮

小することができることとするもの 

  エ 自転車通行帯の幅員は、当該自転車通行帯を設ける道路における自転車の

交通の状況を考慮して定めることとするもの 

（２）自転車道に係る規定の改正(第１０条関係) 

   自転車道を設置する道路の要件に設計速度が１時間につき６０キロメートル

以上であるものを追加するもの 

 

２ 施行期日 

公布の日 
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議案第４１号  

 

相模原市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例

について 

相模原市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定する。 

 

  令和２年２月１３日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例 

相模原市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(平成１１年相模原市条例第４４

号)の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中第５号を第６号とし、同項第４号中「営業所」を「第９条第１項

の規定に基づき営業所」に改め、同号の次に次の１号を加える。 

（５）前号の浄化槽管理士が申請書の提出の日前５年以内(前条第３項の更新の登

録の場合にあっては当該更新の登録を行う前の登録の有効期間内)に受講した

法第４８条第２項第３号の研修(以下「研修」という。)の名称及び受講日。た

だし、当該浄化槽管理士が浄化槽管理士免状の交付を受けてから５年を経過し

ない者である場合は、この限りでない。 

 第３条第２項第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同項第５号とし、

同項第３号中「第９条第２項」を「第９条第３項」に改め、同号を同項第４号とし、

同項第２号の次に次の１号を加える。 

（３）登録を受けた場合における当該登録の有効期間内に前項第４号の浄化槽管理

士に研修を受講させることを誓約する書類 

 第４条第２項中「当該申請者」を「申請者」に改める。 

 第５条第１項第７号中「第２項」を「第３項」に改め、同条第２項中「当該申請

者」を「申請者」に改める。 

 第９条第３項中「前２項」を「第１項又は第３項」に改め、同項を同条第４項と

し、同条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 
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２ 浄化槽保守点検業者は、前項の浄化槽管理士の資質の向上のため、当該浄化槽

管理士が研修を受講する機会を確保しなければならない。 

 第１２条第１項第４号中「第９条第３項」を「第９条第４項」に改める。 

 第１４条第１項及び第２項中「当該職員」を「職員」に改める。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ 改正後の第３条第１項第５号及び第２項第３号の規定は、この条例の施行の日

(以下「施行日」という。)以後に行う登録の申請について適用し、施行日前に行

った登録の申請については、なお従前の例による。 

３ 浄化槽の保守点検を行う事業を営もうとする者は、営業所ごとに置く浄化槽管

理士が施行日前に浄化槽管理士免状の交付を受けた者であって浄化槽法(昭和５８

年法律第４３号)第４８条第２項第３号の研修(以下「研修」という。)を受講し

ていないもの(以下「研修未受講浄化槽管理士」という。)である場合にあっては、

施行日から令和７年３月３１日までの間、第２条第１項の登録及び第３項の更新

の登録に係る申請において、改正後の第３条第１項第５号の規定にかかわらず、

当該研修未受講浄化槽管理士に係る同号に掲げる事項の記載を省略することがで

きる。 

４ 前項の規定により改正後の第３条第１項第５号に掲げる事項の記載を省略する

ことができる者に対する研修未受講浄化槽管理士に係る第４条第１項及び第６条

第１項の規定の適用については、施行日から令和７年３月３１日までの間、第４

条第１項中「前条第１項各号」とあるのは「前条第１項各号(第５号を除く。)」

と、第６条第１項中「第３条第１項」とあるのは「第３条第１項(第５号を除

く。)」とする。 

 

提案の理由 

浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第４０号)による浄化槽法(昭和

５８年法律第４３号)の改正に伴う浄化槽保守点検業者の登録の申請及び営業

所の設置等に係る規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものである。 
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議案第４１号関係資料 

 

  相模原市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）登録の申請に係る規定の改正(第３条関係) 

ア 浄化槽の保守点検を業とする者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)の

登録の申請書に記載する事項として、営業所ごとに置かれる浄化槽管理士が

浄化槽管理士免状の交付を受けてから５年以内に提出する場合を除き、浄化

槽管理士が申請書を提出する日から過去５年以内(更新の登録の場合にあっ

ては更新前の登録の有効期間内)に受講した浄化槽法(昭和５８年法律第４３

号)第４８条第２項第３号の研修(以下「研修」という。)の名称及び受講日

を追加するもの 

  イ アの申請書の添付書類として、登録を受けた場合における当該登録の有効

期間内に浄化槽保守点検業者が浄化槽管理士に研修を受講させることを誓約

する書類を追加するもの 

（２）営業所の設置等に係る規定の改正(第９条関係) 

   浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士の資質の向上のため、当該浄化槽管理

士が研修を受講する機会を確保しなければならないこととするもの 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和２年４月１日(以下「施行日」という。) 

（２）経過措置 

  ア １(１)に係る規定は、施行日以後に行う登録の申請について適用し、同日

前に行った登録の申請については、なお従前の例によることとするもの 

イ 浄化槽の保守点検を行う事業を営もうとする者は、営業所に置く浄化槽管

理士が施行日前に浄化槽管理士免状の交付を受けた者であって研修を受講し

ていないもの(以下「研修未受講浄化槽管理士」という。)である場合には、

施行日から令和７年３月３１日までの間、登録及び更新の登録の申請におい

て、受講した研修の名称及び受講日の記載を省略することができることとす

るもの 



１１３ 

ウ イに係る規定により受講した研修の名称及び受講日の記載を省略すること

ができる者については、研修未受講浄化槽管理士に係る浄化槽保守点検業者

登録簿に受講した研修の名称及び受講日を登録しなくてよいこととするもの 
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 議案第４２号 

 

相模原市体育館に関する条例の一部を改正する条例について 

相模原市体育館に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市体育館に関する条例の一部を改正する条例 

相模原市体育館に関する条例(昭和３２年相模原市条例第２９号)の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条を削る。 

第１条中「相模原市体育館」を「体育の振興を図り、市民の心身の健全な発達に

寄与するため、相模原市体育館」に改め、同条を第２条とし、第１条として次の１

条を加える。 

(趣旨) 

第１条 この条例は、相模原市体育館の設置及び管理について必要な事項を定める

ものとする。 

第１０条の見出し中「の承認」を削る。 

第２２条中「関し、」を「ついて」に改める。 

      「         「 

 １９０円  ２４０円  

別表第１号の表中 
４４０円 

を 
５７０円 

 に改め、別表第２号 
３１０円 ４００円 

 ６３０円  ８１０円  

                 」         」 

    「         「 

の表中 
９０円 

を 
１１０円 

 に改める。 
９０円 １１０円 

            」         」 
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附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表の規定は、令和３年４月１日以後の利用に係る使用料について適

用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う相模原市体育

館の利用に係る使用料の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するもの

である。 
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議案第４２号関係資料 

 

   相模原市体育館に関する条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市体育館の利用に係る使用料の規定の改正(別表関係) 

（１）本館使用料 

用途の区分 利用種別 

金額 

(３０分につき) 

現行 改正後 

スポーツの場合 入場料を徴収しない場合 １９０円 ２４０円

入場料を徴収する場合 ４４０円 ５７０円

その他の場合 入場料を徴収しない場合 ３１０円 ４００円

入場料を徴収する場合 ６３０円 ８１０円

（２）附属施設使用料 

施設の名称 

金額 

(３０分につき) 

現行 改正後 

弓道場 ９０円 １１０円

柔道場 ９０円 １１０円

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和２年１０月１日 

（２）経過措置 

   １(１)及び(２)に係る規定は、令和３年４月１日以後の利用に係る使用料に

ついて適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例によるこ

ととするもの 
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 議案第４３号 

 

相模原市立総合体育館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立総合体育館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立総合体育館条例の一部を改正する条例 

相模原市立総合体育館条例(昭和５６年相模原市条例第１５号)の一部を次のよう

に改正する。 

第４条中「体育館の」を「体育館を」に改める。 

           「           「 

別表第１項第１号アの表中 

13,000円  16,900 円  

19,500円  25,400 円  

26,000円  33,800 円  

39,000円  50,700 円  

9,100円  11,800 円  

18,200円 
を 

23,600 円 
に、 

10,400円 13,500 円 

3,900円  5,100 円  

7,800円  10,100 円  

3,900円  5,100 円  

7,800円  10,100 円  

5,700円  7,400 円  

                       」             」 

「 

 会議室 １／２ 2,850円 
を 

 全面 5,700円 

」 



１１８ 

「 

 大会議室 7,400円 
に、 

 小会議室 3,700円 

                           」 

「           「 

 9,550円  12,400 円  

 14,300円  18,600 円  

 19,100円  24,800 円  

 28,600円  37,100 円  

 2,800円 を 3,600 円 に改め、同号イ(ア)中「、会議 

 2,800円  3,600 円  

 2,850円  3,700 円  

 5,700円  7,400 円  

 5,700円  7,400 円  

          」           」 

室」を削り、同項第２号アの表中 

「 

 大体育室 施設区分ごとに 

大人 1,170円 

小人 390円 

(中学生以下の者) 

小学生未満の者 無料 

 

 中体育室  

 小体育室  

 柔道場  

 剣道場  

 弓道場 施設区分ごとに 

大人 780円 

小人 390円 

(中学生以下の者) 

小学生未満の者 無料 

を 

 体育室  

 
多目的室   

柔道場  

 剣道場兼卓球場  

 弓道場  

                           」 

「 

 大体育室 施設区分ごとに  



１１９ 

 中体育室 大人 1,170円 

 小人 390円 

小学生未満の者 無料 

 

 小体育室  

 柔道場  

 剣道場  

 弓道場 大人 780円 

小人 390円 

小学生未満の者 無料 

 

に改め、同表に備考と

 

 体育室 施設区分ごとに 

大人 990円 

小人 490円 

小学生未満の者 無料 

 

 多目的室  

 柔道場  

 剣道場兼卓球場  

 弓道場  

」 

して次のように加える。 

   備考 小人とは、中学生及び小学生をいう。 

 別表第１項第２号イの表相模原市立総合体育館及び相模原市立北総合体育館の項

中「(中学生以下の者)」を削り、同表に備考として次のように加える。 

   備考 小人とは、中学生及び小学生をいう。 

 附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１項第１号アの規定は、令和３年４月１日以後の利用に係る料

金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う相模原市立総

合体育館及び相模原市立北総合体育館の利用に係る料金の規定の改正その他所要

の改正をいたしたく提案するものである。 

  



１２０ 

議案第４３号関係資料 

 

   相模原市立総合体育館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

  相模原市立総合体育館及び相模原市立北総合体育館の利用に係る料金の規定の

改正(別表関係) 

（１）施設の専用利用料金 

   基本利用料金 

単位(時間) 

施設区分 

１日 

(９時～２２時) 

現行 改正後 

相模原市立総合

体育館 

大体育室 １／３ １３，０００円 １６，９００円 

１／２ １９，５００円 ２５，４００円 

２／３ ２６，０００円 ３３，８００円 

全面 ３９，０００円 ５０，７００円 

中体育室 １／２ ９，１００円 １１，８００円 

全面 １８，２００円 ２３，６００円 

小体育室 １０，４００円 １３，５００円 

柔道場 １／２ ３，９００円 ５，１００円 

全面 ７，８００円 １０，１００円 

剣道場 １／２ ３，９００円 ５，１００円 

全面 ７，８００円 １０，１００円 

弓道場 ５，７００円 ７，４００円 

大会議室 ５，７００円 ７，４００円 

小会議室 ２，８５０円 ３，７００円 

相模原市立北総

合体育館 

体育室 １／３ ９，５５０円 １２，４００円 

１／２ １４，３００円 １８，６００円 

２／３ １９，１００円 ２４，８００円 

全面 ２８，６００円 ３７，１００円 



１２１ 

 多目的室 ２，８００円 ３，６００円 

柔道場 ２，８００円 ３，６００円 

剣道場兼

卓球場 

１／２ ２，８５０円 ３，７００円 

全面 ５，７００円 ７，４００円 

弓道場 ５，７００円 ７，４００円 

  備考  

１ 相模原市立総合体育館の大会議室に係る現行の基本利用料金は、会議室

を全面利用した場合の額 

２ 相模原市立総合体育館の小会議室に係る現行の基本利用料金は、会議室

を２分の１利用した場合の額 

（２）施設の個人利用料金 

単位(時間) 

施設区分 

１日 

(９時～２２時) 

現行 改正後 

相模原市

立北総合

体育館 

体育室 
施設区分ごとに 

大人 ７８０円 

小人 ３９０円 

小学生未満の者 無料 

施設区分ごとに 

大人 ９９０円 

小人 ４９０円 

小学生未満の者 無料 

多目的室 

柔道場 

剣道場兼卓球場 

弓道場 

  備考 小人とは、中学生及び小学生をいう。 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和２年１０月１日 

（２）経過措置 

    １(１)に係る規定は、令和３年４月１日以後の利用に係る料金について適用

し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 

   

 



１２２ 

 議案第４４号 

 

相模原市立総合水泳場条例の一部を改正する条例について 

相模原市立総合水泳場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立総合水泳場条例の一部を改正する条例 

相模原市立総合水泳場条例(平成８年相模原市条例第３７号)の一部を次のように

改正する。 

第８条第２項中「個人利用に限る」を「団体で専用して利用する場合を除く」に

改める。 

              「           「 

別表第１第１項第１号の表中 
 １５６，２５０円  

を 
 １６７，５００円  

 ６８，７５０円   ７３，７５０円  

                       」           」 

に改め、同表会議室の項中「１２，５００円」を「１６，２５０円」に改め、別表 

           「           「 

第１第２項第１号の表中 
３，２００円  

を 
４，１００円  

に改める。 
１，６００円 ２，０５０円  

                     」           」 

 附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１第１項第１号の規定は、令和３年４月１日以後の利用に係る

料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 



１２３ 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う相模原市立総

合水泳場の利用に係る料金の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案する

ものである。 

  



１２４ 

議案第４４号関係資料 

 

   相模原市立総合水泳場条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

  相模原市立総合水泳場の利用に係る料金の規定の改正(別表第１関係) 

（１）施設の専用利用の基本利用料金 

施設区分 単位 
金額 

現行 改正後 

５０ｍプール １日 

(９時～２１時３０

分) 

１５６，２５０円 １６７，５００円 

飛込プール ６８，７５０円 ７３，７５０円 

会議室 １２，５００円 １６，２５０円 

（２）施設の個人利用の基本利用料金 

施設区分 単位 
金額 

現行 改正後 

プール 

 

大人 １日 

(９時～２１時３０

分) 

３，２００円 ４，１００円 

小人 １，６００円 ２，０５０円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和２年１０月１日 

（２）経過措置 

１(１)に係る規定は、令和３年４月１日以後の利用に係る料金について適用

し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 

 



 

 

１２５ 

 議案第４５号 

 

相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。 

 

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例(平成１７年相模原市条例

第１６２号)の一部を次のように改正する。 

第１１条の見出し中「の承認」を削る。 

  別表第３第２号中「城山湖テニスコート、城山湖野球場、中沢グラウンド」を

「城山湖野球場、中沢グラウンド、城山湖テニスコート」に改め、同号アの表を

次のように改める。 

   ア 施設使用料 

施設名・利用区分 利用単位 使用料 

原宿グラウンド １面 市 民 ２ 時 間

につき 

500円 

市民以外のもの 2,500円 

全面 市 民 1,000円 

市民以外のもの 5,000円 

城山湖野球場 

中沢グラウンド(多目

的グラウンド) 

１面 市 民 ２ 時 間

につき 

500円 

市民以外のもの 2,500円 

城山湖テニスコート 

中沢グラウンド(テニ

スコート) 

１面 市 民 ２ 時 間

につき 1,030円 

市民以外のもの 

小倉プール 大 人 １回 390円 



 

 

１２６ 

小 人 ( 中 学 生 以 下 の 者 ) 190円 

小 倉 テ

ニ ス コ

ート 

テニスコー

ト 

１面 市 民 ２ 時 間

につき 

1,300円 

市民以外のもの 6,500円 

練習板のみ 30分につき 260円 

    備考 市民とは、市内に居住する者、市内に在勤し、又は在学する者、市

内に所在する団体その他教育委員会が適当であると認めるものをいう。 

別表第３第３号アの表ゲートボール場(串川グラウンドに限る。)の項を次のよ

うに改める。 

ゲートボール場(串

川グラウンドに限

る。) 

６時から１８時まで 

１面につき

２時間  

160円 

１面につき

２時間  

640円 

  別表第３第３号アの表に備考として次のように加える。 

    備考 市内とは、市内に居住する者、市内に在勤し、又は在学する者、市

内に所在する団体その他教育委員会が適当であると認めるものをいい、

市外とは、それらのもの以外のものをいう。 

             「 

別表第３第５号アの表中  2,000円 6,000円  を 

                          」 

                 「 

     ２時間につ

き 

260円 

２時間につ

き 

780円 

  

       

     ２時間につ

き 

1,300円 

 

超過１時間 

につき 

260円 

２時間につ

き 

3,900円 

 

超過１時間 

につき 

780円 

  

     

       

「      

       ２時間につ 

き 

500 円 

２時間につ 

き 

1,500 円 

 

に、 

  

を 

     
」  ２時間につ

き 

２時間につ

き 

  



 

 

１２７ 

1,000円 3,000円 

      

超過１時間 

につき 

200円 

 

超過１時間 

につき 

600円 

  

                              」 

 「 

 １面につき

２時間 

160円 

１面につき

２時間 

480円 

  

 ２時間につ

き 

930円 

２時間につ

き 

2,700円 

 

 に改め、同表に備考として次のように加える。 

 ２時間につ

き 

460円 

２時間につ

き 

1,300円 

  

              」 

備考 市内及び市外とは、第３号アの表備考に定めるものをいう。 

別表第４第１号の表に備考として次のように加える。 

備考 市内及び市外とは、別表第３第３号アの表備考に定めるものをいう。 

別表第４第２号の表マレットゴルフ用具の項中「につき」を削る。 

第２条 相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

別表第１中 

 「 

大野台南テニスコート 相模原市南区大野台３丁目４５番１５２号 

 

 を 

 「 

昭和橋スポーツ広場 相模原市南区当麻３５３９番地先 

」 



 

 

１２８ 

新磯野スポーツ広場 相模原市南区新磯野２１４６番地４ 

大野台南テニスコート 相模原市南区大野台３丁目４５番１５２号 

三栗山スポーツ広場 相模原市緑区小倉１９０７番地 

                                    」 

に改める。 

別表第２中 

 「 

大野台南テニスコート １月４日から１２月２８

日まで 

８時３０分から１８時３０

分まで 

                                    」 

 を 

 「 

昭和橋スポーツ広場 １月４日から１２月２８

日まで 
６時から１７時まで 

新磯野スポーツ広場 

大野台南テニスコート ８時３０分から１８時３０

分まで 

三栗山スポーツ広場  ６時から１７時まで 

                                     」 

に改める。 

別表第３第１号を次のように改める。 

（１）三栗山スポーツ広場、昭和橋スポーツ広場、新磯野スポーツ広場及び大野

台南テニスコート 

  施設使用料 

施設名 利用単位 使用料 

三栗山スポーツ広場 半面 市 民 ２ 時 間

につき 

500円 

市民以外のもの 2,500円 

全面 市 民 1,000円 

市民以外のもの 5,000円 

昭和橋スポーツ広場 

新磯野スポーツ広場 

１面 市 民 ２ 時 間

につき 

500円 

市民以外のもの 2,500円 

大野台南テニスコート １面 市 民 ２ 時 間 1,300円 



 

 

１２９ 

  市民以外のもの につき 6,500円 

備考 市民とは、市内に居住する者、市内に在勤し、又は在学する者、市内

に所在する団体その他教育委員会が適当であると認めるものをいう。 

             「         

別表第３第２号アの表中 
市 民 ２ 時 間

につき 

1,030円
を 

市民以外のもの 

                             」 

 「                     「 

市 民 ２ 時 間

につき 

400円 
に、 

390円  
を 

市民以外のもの 2,000円 190円

                 」         」 

 「 

500円  
に改め、同表備考中「市内に居住する者、市内に在勤し、又は 

250円 

        」 

 在学する者、市内に所在する団体その他教育委員会が適当であると認める」を

「第１号の表備考に定める」に改め、別表第３第３号アの表を次のように改める。 

   ア 施設使用料 

施設名 利用単位 使用料 

青野原グラウンド(多

目的グラウンド) 

串川グラウンド(多目

的グラウンド) 

国体記念鳥屋グラウ

ンド 

半面 市 民 ２ 時 間

につき 

500円 

市民以外のもの 2,000円 

全面 市 民 1,000円 

市民以外のもの 4,000円 

青野原グラウンド(テ

ニスコート) 

１面 市 民 ２ 時 間

につき 

240円 

市民以外のもの 960円 

串川グラウンド(ゲー

トボール場) 

１面 市 民 ２ 時 間

につき 

160円 

市民以外のもの 640円 

  備考 市民とは、第１号の表備考に定めるものをいう。 

別表第３第４号アの表を次のように改める。 



 

 

１３０ 

ア 施設使用料 

施設名 利用単位 使用料 

与瀬グラウンド 

内郷グラウンド 

１面 市 民 ２ 時 間

につき 

500円 

市民以外のもの 2,500円 

小原プール 大 人 １回 130 円 

小 人 ( 中 学 生 以 下 の 者 ) 60 円 

備考 市民とは、第１号の表備考に定めるものをいう。 

別表第３第５号アの表を次のように改める。 

ア 施設使用料 

施設名 利用単位 使用料 

日連グラウンド １面 市 民 ２ 時 間

につき 

500円 

市民以外のもの 1,500円 

名 

倉 

グ 

ラ 
ウ 

ン 

ド 

多目的グラウン

ド 

半面 市 民 ２ 時 間

につき 

1,600円 

市民以外のもの 6,400円 

全面 市 民 3,200円 

市民以外のもの 12,800円 

テニスコート １面 市 民 ２ 時 間

につき 

1,300円 

市民以外のもの 3,900円 

ゲートボール場 １面 市 民 ２ 時 間

につき 

160円 

市民以外のもの 480円 

多目的室 市 民 ２ 時 間

につき 

930円 

市 民 以 外 の も の 2,700円 

牧郷体育館 

沢井体育館 

市 民 ２ 時 間

につき 

460円 

市 民 以 外 の も の 1,300円 

    備考 市民とは、第１号の表備考に定めるものをいう。 

別表第４第１号の表を次のように改める。 

 （１）施設利用料金 

施設名 利用単位 利用料金 

ふじのマレットゴルフ

場 

市 民 １回 160円

市民以外のもの 480円

   備考 市民とは、別表第３第１号の表備考に定めるものをいう。 



 

 

１３１ 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。ただし、第１条及び附則第２

項の規定は、令和２年４月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ 第１条の規定による改正後の別表第３第２号ア、第３号ア及び第５号アの規定

は、令和２年１０月１日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用

に係る使用料については、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の別表第３第１号、第２号ア(小倉プールに係る部

分を除く。)、第３号ア、第４号ア(小原プールに係る部分を除く。)及び第５号

アの規定は、令和３年４月１日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前

の利用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う相模原市立グ

ラウンド等体育施設の利用に係る使用料及び料金の規定の改正その他所要の改正

をいたしたく提案するものである。 

  



 

 

１３２ 

議案第４５号関係資料 

 

   相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）体育施設の利用に係る使用料の規定の改正(第１条関係) 

ア 原宿グラウンド、城山湖野球場及び中沢グラウンド(多目的グラウンド)の

施設使用料 

施設名 利用単位 
使用料 

現行 改正後 

原宿グラウンド １面 市民 ２時間

につき 

3,090円 500円 

市民以外のもの 2,500円 

全面 市民 9,270円 1,000円 

市民以外のもの 5,000円 

城山湖野球場 

中沢グラウンド(多目

的グラウンド) 

１面 市民 ２時間

につき 

3,090円 500円 

市民以外のもの 2,500円 

 備考 原宿グラウンドの現行使用料については、２時間当たり(全面は、３

面利用した場合)の使用料に換算したもの 

イ 串川グラウンド(ゲートボール場)の施設使用料 

施設名 利用単位 
使用料 

現行 改正後 

串川グラウンド

(ゲートボール場) 

１面 市民 ２時間

につき 

190円 160円

市民以外のもの 760円 640円

備考 現行使用料については、２時間当たりの使用料に換算したもの 

   ウ 日連グラウンド、名倉グラウンド、牧郷体育館及び沢井体育館の施設使用

料 

施設名・利用区分 利用単位 
使用料 

現行 改正後 

日
連
グ 

少年野球 １面 市民 ２時間につき 1,000円 500円 



 

 

１３３ 

ラ
ウ
ン
ド 

ソフトボール  市 民以外

のもの 

3,000円 1,500円 

   

名
倉
グ
ラ
ウ
ン
ド 

ゲートボール場 １面 市民 ２時間につき 260円 160円 

市民以外

のもの 

780円 480円 

多目的室 

  

市民 ２時間につき 1,300円 930円 

市民以外のもの 3,900円 2,700円 

市民 超過１時間に

つき 

260円 － 

市民以外のもの 780円 － 

牧郷体育館 

沢井体育館 

市民 ２時間につき 1,000円 460円 

市民以外のもの 3,000円 1,300円 

市民 超過１時間に

つき 

200円 － 

市民以外のもの 600円 － 

備考 日連グラウンドの現行使用料については、２時間当たりの使用料に換

算したもの 

（２）体育施設の設置に係る規定の改正(第２条関係) 

   昭和橋スポーツ広場、新磯野スポーツ広場及び三栗山スポーツ広場について、

相模原市立グラウンド等体育施設として位置付けるもの 

（３）体育施設の利用に係る使用料の規定の改正(第２条関係) 

ア 三栗山スポーツ広場、昭和橋スポーツ広場、新磯野スポーツ広場及び大野

台南テニスコートの施設使用料 

施設名 利用単位 
使用料 

現行 改正後 

三栗山スポーツ広場 半面 市民 ２時間

につき 

新設 500円

市民以外のもの 新設 2,500円

全面 市民 新設 1,000円

市民以外のもの 新設 5,000円

昭和橋スポーツ広場 

新磯野スポーツ広場 

１面 市民 ２時間

につき 

新設 500円

市民以外のもの 新設 2,500円

大野台南テニスコー １面 市民 ２時間 1,300円 1,300円



 

 

１３４ 

ト 市民以外のもの につき 6,500円 

イ 城山湖テニスコート、中沢グラウンド(テニスコート)及び小倉プールの施

設使用料 

施設名・利用区分 利用単位 
使用料 

現行 改正後 

城山湖テニスコート 

中沢グラウンド(テ

ニスコート) 

１面 市民 ２時間に

つき 

1,030円 400円

市民以外のもの 2,000円

小倉プール 大人 １回 390円 500円

小人(中学生以下の者) 190円 250円

ウ 青野原グラウンド、串川グラウンド及び国体記念鳥屋グラウンドの施設使

用料 

施設名 利用単位 
使用料 

現行 改正後 

青野原グラウンド

(多目的グラウンド) 

串川グラウンド(多

目的グラウンド) 

国体記念鳥屋グラウ

ンド 

半面 市民 ２時間につき 450円 500円 

市民以外

のもの 

1,800円 2,000円 

全面 市民 900円 1,000円 

市民以外

のもの 

3,600円 4,000円 

青野原グラウンド

(テニスコート) 

１面 市民 ２時間につき 190円 240円 

市民以外

のもの 

760円 960円 

串川グラウンド(和

室及び会議室) 

国体記念鳥屋グラウ

ンド(会議室) 

市民 9時から12時まで 

13時から17時まで 

520円 － 

市民以外のもの 2,100円 － 

市民 18時から22時まで 730円 － 

市民以外のもの 2,940円 － 

  備考  

１ 青野原グラウンド、串川グラウンド(多目的グラウンド)及び国体記



 

 

１３５ 

念鳥屋グラウンド(会議室を除く。)の現行使用料については、２時間当

たりの使用料に換算したもの 

２ 串川グラウンド(和室及び会議室)及び国体記念鳥屋グラウンド(会議

室)の利用単位については、現行のものを記載しており、改正後は、グ

ラウンドとの一体利用として供する。 

エ 与瀬グラウンド、内郷グラウンド及び小原プールの施設使用料 

施設名 利用単位 
使用料 

現行 改正後 

与瀬グラウンド 

内郷グラウンド 

１面 市民 ２時間

につき 

470円 500円

市民以外のもの 2,500円

小原プール 大人 １回 100 円 130 円

小人(中学生以下の者) 50 円 60 円

 備考 与瀬グラウンド及び内郷グラウンドの現行使用料については、２時間

当たりの使用料に換算したもの 

オ 日連グラウンド及び名倉グラウンド(多目的グラウンド)の施設使用料 

施設名 利用単位 
使用料 

現行 改正後 

日連グラウンド １面 市民 ２時間

につき 

400円 500円

市民以外のもの 1,200円 1,500円

名倉グラウンド(多目

的グラウンド) 

半面 市民 ２時間

につき 

1,300円 1,600円

市民以外のもの 5,200円 6,400円

全面 市民 2,600円 3,200円

市民以外のもの 10,400円 12,800円

備考  

 １ 日連グラウンドの現行使用料については、ゲートボールを行うために

利用する場合のもの 

２ 名倉グラウンド(多目的グラウンド)の現行使用料については、２時

間当たりの使用料に換算したもの 

（４）体育施設の利用に係る利用料金の規定の改正(第２条関係) 

施設名 利用単位 利用料金 



 

 

１３６ 

現行 改正後 

ふじのマレットゴル

フ場 

市民 １回 130円 160円 

市民以外のもの 390円 480円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和２年１０月１日から施行する。ただし、１(１)及び２(２)アに係る規定

は、令和２年４月１日から施行する。 

（２）経過措置 

ア １(１)に係る規定は、令和２年１０月１日以後の利用に係る使用料につい

て適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例によること

とするもの 

イ １(３)(イ(小倉プールに係る部分に限る。)及びエ(小原プールに係る部分

に限る。)を除く。)に係る規定は、令和３年４月１日以後の利用に係る使用

料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例に

よることとするもの 

 



１３７ 

 議案第４６号 

 

相模原市立相模原球場条例の一部を改正する条例について 

相模原市立相模原球場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年２月１３日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立相模原球場条例の一部を改正する条例 

相模原市立相模原球場条例(平成２０年相模原市条例第４５号)の一部を次のよう

に改正する。 

        「 

別表第１項の表中 

 徴収した入場料の総額に１０分

の１を乗じて得た額 

ただし、その額が１１５，７００ 

円未満の場合は、１１５，７００

円 

 

を 

 ８，９００円 

ただし、業として、催し等に利

用する場合は、１７，８００円 

 

 ８，９００円  

 １，１００円  

 １，４００円  

１，１００円 

 ３，６００円  

 大人 １３０円  

 小人 ６０円  

 ６５０円  

                         」 

「    

 徴収した入場料の総額に１０分   



１３８ 

の１を乗じて得た額 

ただし、その額が１４９，５００ 

円未満の場合は、１４９，５００

円 

 １１，５００円 

ただし、業として、催し等に利

用する場合は、２３，０００円 

 

 

 

に改め、同表備考６中「１３０円」を「１６０ 
 １１，５００円  

 １，４００円   

 １，８００円   

 １，４００円   

４，６００円 

 大人 １６０円   

 小人 ８０円   

 ８４０円   

                」 

円」に改める。 

 附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１項(体育室の個人利用に係る部分を除く。)の規定は、令和３

年４月１日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料

については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

相模原球場の利用に係る使用料の規定を改正いたしたく提案するものである。 

  



１３９ 

議案第４６号関係資料 

 

   相模原市立相模原球場条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

  相模原市立相模原球場の利用に係る使用料の規定の改正(別表関係) 

施設使用料 

区分 単位 
使用料 

現行 改正後 

グ

ラ

ウ

ン

ド 

専用利用 入場料を徴収

する場合１日

につき 

徴収した入場料の総額

に１０分の１を乗じて

得た額 

た だ し 、 そ の 額 が 

１１５，７００円未満の  

場合は、１１５，７００

円 

徴収した入場料の総額

に１０分の１を乗じて

得た額 

た だ し 、 そ の 額 が 

１４９，５００円未満の  

場合は、１４９，５００

円 

入場料を徴収

しない場合２

時間につき 

８，９００円 

ただし、業として、催

し等に利用する場合は、

１７，８００円 

１１，５００円 

ただし、業として、催

し等に利用する場合は、

２３，０００円 

一般利用 １回 ８，９００円 １１，５００円 

 

 

 

 

 

 

   

体

育

室 

専用利用 午前９時から

正午まで 
１，１００円 １，４００円 

午後１時から

午後５時まで 
１，４００円 １，８００円 

午後６時から

午後９時まで 
１，１００円 １，４００円 

午前９時から

午後９時まで 
３，６００円 ４，６００円 

延長又は繰上

げ３０分につ 
１３０円 １６０円 



１４０ 

  き   

個人利用 １回 大人 １３０円 大人 １６０円 

小人 ６０円 小人 ８０円 

会議室 １時間につき ６５０円 ８４０円 

 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和２年１０月１日 

（２）経過措置 

１(体育室の個人利用に係る部分を除く。)に係る規定は、令和３年４月１日

以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料について

は、なお従前の例によることとするもの 

 

 



１４１ 

議案第４７号  

 

包括外部監査契約の締結について 

次のとおり、包括外部監査契約を締結する。 

 

令和２年２月１３日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

１ 契約の目的 

当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契約の始期 

令和２年４月１日 

３ 契約金額 

１５，２９０，０００円を上限とする額 

４ 契約の相手方 

住所 横浜市金沢区富岡東６丁目１番１３号 

氏名 髙野 伊久男 

資格 公認会計士 

 

提案の理由 

包括外部監査契約を締結いたしたく、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第

２５２条の３６第１項の規定により提案するものである。 

 



１４２ 

議案第４７号関係資料 

 

   髙野 伊久男 略歴 

 

１ 生年月日 

昭和２８年１２月１２日 

２ 公認会計士登録 

昭和５６年８月１９日 登録番号 第７１４６号 

３ 学 歴 

昭和５１年 ３ 月   中央大学経済学部卒業 

４ 経 歴 

 昭和５２年１１月   

昭和６０年 ３ 月 

昭和６０年 ３ 月  髙野伊久男公認会計士事務所開設(現在に至る。) 

平成１４年 ４ 月  神奈川県道路公社監事(現在に至る。) 

平成１５年 ４ 月  横浜市住宅供給公社監事(現在に至る。) 

平成１６年 ４ 月  
平成１８年 ３ 月   

平成１６年１０月  公益財団法人横浜企業経営支援財団監事(現在に至る。) 

平成１８年 １ 月  税理士法人タカノ設立(現在に至る。) 

平成２０年 ４ 月   
平成２２年 ３ 月 

平成２０年 ７ 月  日本公認会計士協会東京会公益法人委員会・税務委員会 
平成２６年 ３ 月  担当幹事 

平成２４年 ４ 月   

令和 元 年 ６ 月 

   平成２６年 ４ 月   

平成２８年 ６ 月 

平成２８年 ７ 月 

令和 元 年 ７ 月   

平成３１年 ４ 月  相模原市包括外部監査人(現在に至る。) 

） 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)勤務 

）） 日本公認会計士協会神奈川県会会長 

））

）） 東京地方税理士会横浜中央支部制度部長 

）） 東京地方税理士会横浜中央支部情報システム委員長 

日本公認会計士協会本部常務理事 ）

） 公益財団法人かながわトラストみどり財団監事 



１４３ 

令和 元 年 ６ 月  日本公認会計士協会神奈川県会監事(現在に至る。) 

令和 元 年 ７ 月    東洋水産株式会社社外監査役(現在に至る。) 



 

 

１４４ 

議案第４８号 

 

   不動産の減額貸付けについて 

次のとおり、土地を減額貸付けする。 

 

  令和２年２月１３日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

１ 所在、地番、地目及び地積 

  相模原市中央区上溝１８８０番２ 

  宅地 

  ３，３９６．２２平方メートル 

２ 相手方 

相模原市緑区西橋本５丁目４番２１号 

株式会社さがみはら産業創造センター 

代表取締役 橋 元 雅 敏 

３ 減額貸付けの目的 

株式会社さがみはら産業創造センターは、本市や独立行政法人中小企業基盤整

備機構等が出資し、総合的なインキュベーション活動を通じて地域経済の発展に

貢献することを企業理念として設立された法人である。 

同センターは、市有地の減額貸付けを受けており、当該市有地に貸工場タイプ

のインキュベーション施設(ＳＩＣ－３)を運営している。 

当該施設は、創業期を経て規模拡大を目指す企業への支援、企業の技術課題解

決支援等、公益的な役割を担っており、本市の産業振興及び中小企業支援に資す

ることから、減額期間の終了に当たり、減額金額を変更して、引き続き土地を減

額して貸し付けるもの 

４ 減額期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

(貸付期間：平成２２年１１月１日から令和４２年３月３１日まで) 

 



 

 

１４５ 

５ 減額する金額  

  ４，５５０，９３５円(年額) 

６ 減額後の金額 

  ４，５５０，９３５円(年額) 

 

提案の理由 

株式会社さがみはら産業創造センターに貸付料を減額して貸付けをしている市

有地について、減額期間の終了に当たり、減額金額を変更して引き続き減額貸付

けをいたしたく、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項第６号

の規定により提案するものである。 




